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＜ 論 文 ＞

北海道帝国大学の中国人留学生

許 晨

はじめに

１．本稿の研究対象

本稿は旧制北海道帝国大学（１９１８‐５０）及び、その前身である札幌農学校（１８７６‐１９０７）

と東北帝国大学農科大学（１９０７‐１８）における中国人留学生をめぐる政策の展開に関する

研究である。扱う時期は、最初の留学生が入学した１９０２年より、旧制大学として最後に留

学生を受け入れた１９５０年１）までに限定する。以下、読みやすさの便宜を考え、校名はすべ

て「北海道帝国大学」（略称「北海道帝大」）と統一する。

上の期間内に受け入れられた留学生の人数について、大学史２）が基礎データとして用い

た資料は１９４３年までほぼ毎年刊行された『大学一覧』３）掲載の学生名簿である。ここから

は留学生の専攻、学年と派遣元（地域名・政権の名称）が判明する４）。『一覧』が確認で

きない年は、現在北海道大学大学文書館所蔵の「農学校簿書」・「帝大簿書」・「農学部

関係資料」など複数の一次史料と照合し、データを補足した５）。以上により、総計４７７名

の留学生の在籍が確認できる。内訳を国別で見れば、中国から３８６名（うち「満洲国」７１

名――以下、満洲国と表記する、蒙古聯盟自治政府２９名）、インドから５名、タイから１

名、イタリアからの交換留学生６）１名、植民地の朝鮮から７３名及び台湾から１０名となる７）。

終戦後もしばらく、戦前来日の中国・韓国留学生が旧制教育のルートに沿って進学した事

例が見られる（北海道帝大専門部より６名、他校より７名）。

以上のような概況より、北海道帝大における留学生システムにおいて、最も持続的かつ

典型的と言えるのは中国人のケースであろう８）。しかし、一概に中国とはいっても、同時

期の中国地域において、複数の政権や政府名称が存在しており、日本との関係も大きな差

異がある。本稿では、『一覧』における表記は清国、支那、中華、満洲、蒙古になってい

る留学生をすべて「中国人留学生」とする。また、少数だが、満洲国より本籍地が朝鮮半

島である留学生も派遣された事実がある。これも「中国人留学生」と見なす。

２．先行研究

日清戦後より日中戦争の終戦にかけての約６０年間、大勢の中国人留学生が日本国内の学

校で近代知識と技術を学んだ。このことに関する史的研究は１９３０年代から既に存在してお

り、代表的な研究として松本亀次郎『中華留学生小史』（１９３１年）と実藤恵秀『中国人日
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本留学史稿』（１９３９年）が挙げられる。２人とも留学生教育に直接携わった人物なので、

教育史と文化交流史の立場でほぼ同時代の目線から留学運動を論述している。特に実藤氏

は１９８０年代までに、『明治日支文化交渉』（１９４３年）、『中国人日本留学史』（１９６０年）、『中

国留学生史談』（１９８１年）など一連の著作において、戦前の留学は日本人による留学生蔑

視が反抗意識を惹起し、かえって日中関係を悪化させる結果となったと評価した。

実藤氏の評価は、戦後の長い間様々な分野に支配的影響を与えている９）。そして、中国

側の研究もそれとほぼ同じような傾向を呈している。清末の留学生が帰国後、政治指導者

や影響力の大きな文学者になり、近代化過程において活躍していたため、近代の日中交流

の成果そのものとして語られている１０）。ところが、それらの研究に扱われた学校は東京の

予備学校、留学生を大量に受け入れた士官学校、早稲田大学及び高等師範学校の特設科に

集中し、研究内容についても主に異文化摂取の面から日本語教育と中等普通教育、特設法

政経済学科の施設や教学方法の蓄積に注目し、帰国留学生が軍事政治領域に新たな風を吹

き込んだと評価していることに比べ、自然科学と技術刷新における成果にはほとんど触れ

ていない。留学生の学習、生活、思想の実態と参加している各種団体の活動も分析されて

いるが、東京以外の都市は言及されることが少ない。

１９８０年代以降、それまでの「日中友好」の歴史と並んで、日本が植民地や占領地で行っ

た日本語教育をはじめ、教育と文化活動における中国侵略が提起されている。そうした、

日本留学は政策制定の時点から日本の産業政策に直結し、対日協力の官僚を多数培養した

ため、植民主義的色彩を帯びざるをえなくなったと評価された１１）。教育史ではほかに、留

学生の受け入れ―教育―送り返しというシステムにおける法制と行政の展開をめぐる制度

史研究も進んでいる１２）。また、大里浩秋・孫安石編著の『中国人日本留学史研究の現段階』

を代表として、実藤氏が言及しなかった戦時期傀儡政権下の留学を日中とも重視するよう

になった１３）。

最近の留学史研究は、以上のような従来の国家レベルで展開された政策制度史研究の上

に、さらに具体的な成果を加えた。中国では、派遣と経費管理の実権を持つ各地方政府の

政策が少しずつ解明され、実証に基づいて全国的に隆盛した留学運動の各地の地域社会に

みられる特徴や果たした役割が明らかにされている１４）。日本では、留学生を比較的多く受

け入れた旧制大学と高等専門学校において、史料整理の進展とともに、それぞれの学校の

留学生を一つの集団として論じる機会が増えてきた１５）。同じ旧制帝国大学の場合、九州帝

大も、東北帝大も、戦前留学生の関連史料は既に整理されて、研究が進んでいるが、北海

道帝大に関しては、大学史における僅かの記述と、田中剛のモンゴル民族留学生に関する

論文が見られる程度である１６）。

３．課題の設定

以上述べたように、中国人留学生に関する従来の研究は、留学生史を主に文化交流史、

日中関係史、行政制度史の視角から取り扱っている。前二者は、日中関係の悪化、「反日」
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運動の高まり、留日学生の自然科学分野における影響力が留米学生に及ばないことに着目

し、戦前の日本留学教育が失敗に帰結すると位置づける。このため、戦前・戦後を架橋す

る日本留学の評価は重視されてこなかった。

戦前の日本留学を評価する意味とは、一つは過去の制度に学ぶべき経験であり、もう一

つは過去の人物が今日まで歩んできた足跡だと考えている。日本の学校体系は重層差別的

な構造であり、均質的ではない。一つの視点からの分析によって留学生教育全体への評価

を行うのは不十分と考えている。周知のように、北海道帝大は戦前日本のなかで農学に関

する学知のトップレベルに位置する帝国大学の一つのみならず、農学校時代にアメリカか

ら取り込んだ農業経営の思想と技術は、後に北海道帝大独自の植民学に発展し、台湾、満

洲など植民地や移民地まで拡大されたことは明白である１７）。このような大学の性格が、中

国人留学生を通じて、当時の近代的農業生産と農学知識体系が皆無に等しかった清朝末期

の中国に伝えられ、特に日中戦争期に頂点に至り、その後は帝国の消滅にもかかわらず、

人を媒介し、長い年月に亘って、影響を与えたことは、見過ごしてはいけない。

本稿は主に北海道大学所蔵の史料を利用し、旧制北海道帝大における留学生受け入れの

経緯、教育と行政における大学の姿勢を解明したい。

考察に入る前に、史料についてもう少し説明をしておきたい。

本稿が取り扱った日本側に保存された留学生史料は概ね官庁史料と学校史料と分けられ

ている。官庁史料の中、先行研究によく使用された外務省外交史料、内務省警保局外事警

察概況と学制に関する文部省令などより、留学生史の全体的な史実が分かったことは言う

までもない。そして北海道庁を含め、官庁史料に北海道帝大当局との遣り取りが記録され

ている。本稿はこのような記録を掘り出し、学校資料に残された遣り取りの原本と照合し、

起案する過程まで明らかにし、留学生全体史の中の北海道帝大の中国人留学生史を構築し

ようとする。

そして、筆者の試みで最も価値があるのは、現在北海道大学所蔵の一次史料の分析であ

る。これらの史料は保管する場所によって、北海道大学大学文書館所蔵の「農学校簿書」・

「帝大簿書」・「農学部関係資料」などと整理されており、『大学一覧』や『帝大新聞』

などの印刷物もある。「簿書」の中に、「留学生関係資料」という表題で整理された数冊分

のほかにも、日本人学生のファイルに混在する場合がある。学生課が設立されて以降、留

学生に関する動向は学生課が作成した「日誌」のメインの内容となり、留学生事務も区別

されるようになったという流れが見られる。特に、「日誌」に北海道帝大留学生関係の新

聞切り抜きが丁寧に貼り付けてあり、北海道内ないし日本国内の世論も窺える。

第１章 中国人留学生受け入れ政策の展開

旧制の北海道帝国大学は、専門学校である札幌農学校から東北帝国大学の一分科大学に

昇格し、更に独立したという歴史を持っている。学校の性格が変化すれば、国の教育体系、
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更に留学生政策との接点も変化する。同様に、中国社会の変容も留学生に影響を与えると

考えられる。したがって、それらの変化が受け入れ側の方針にも如実に反映される。

この章では、留学生の入学状況を省みながら、北海道帝大の受け入れ方針を解明してい

く。まず、札幌農学校の時代を見てみよう。

第１節 留学生受け入れの開始

日清戦争終結の翌１８９６年、最初の清国留学生が日本に来た。１８９８年には、駐清全権公使

矢野文雄が清国政府に留学生派遣を説いた１８）。これをうけ、１９００年７月に文部省令第１１号

「文部省直轄学校外国委託生ニ関スル規程」、１９０１年１１月に文部省令第１５号「直轄学校外

国人特別入学規程」が発布された。この省令第１５号は札幌農学校～北海道帝国大学が留学

生を受け入れる根拠になっている１９）。

『北大百年史』の記述の通り、札幌農学校最初の留学生は１９０２年４月に農芸科に入学し

た浙江省出身の周忠緯である。周は入学後間もなく父の死により退学したが、１９０３年に新

たな４名が農芸科に、１９０４年にも２０名が農芸科に、２名が予修科に入学したことによって、

最初のピークに達した。そして、彼らの入学経緯については、当時清国山東省農桑顧問を

担当していた農学校卒業生谷井恭吉が地元から留学生を引率してきたと『北大百年史』に

記載されている。しかし、これは谷井氏一人の努力で達成された偶然な出来事ではない。

「直轄学校外国人特別入学規程」によって、「外務省在外公館又ハ本邦所在ノ外国公館ノ

紹介」が不可欠であり、留学生が地方から日本に赴き、入学するまでは、各省→清国駐日

公使→日本外務大臣→文部大臣→各学校のようなルートを通るのである。１９０２年に駐日公

使の下に留学生総監督が設置された。しかし、実際の派遣選抜、学費の負担などは長期的

に地方政府実権派に握られ、そうしたことが中華民国時代に入っても続けられている２０）。

１９０３年６月に入学した江蘇省出身の屠師韓と浙江省出身の呉超に関して、農芸科が刊行

した同窓会誌にも「清国留学生総監督汪大燮氏の交渉によりて本校に入れ」２１）という記載

が残されている。同年９月に入学した安徽省出身、桐城県学生として派遣された方時簡の

入学も汪大燮に身元保証をしてもらった上で実現したのである２２）。

それでは、１９０３年７月に、農桑顧問として「本道トハ農桑事業発達上ニ於テ最モ親密ノ

関係ヲ有スル」２３）清国山東省に赴任した谷井恭吉は、どのような役割を果たしたのか。

そもそも北海道と山東省との「親密ノ関係」とはどのようなものかと言えば、１８７５年、

山東省出身の許士泰等９人が開拓使の募集に応じて丘珠に入植したことである２４）。札幌は

アメリカ農法を模範としているが、清国との交流も持っている２５）。山東省は全国１位の耕

地面積を保有しており、清末「新政」の影響で、農事試験場を設立し、積極的に近代農業

技術を導入している。１９０４年の派遣は商務局学務処よりの官費生である２６）。１９０２年には李

鳳年が山東巡撫周馥の命令を奉じ北海道をめぐって、札幌農学校及び実験農場、各工場を

視察している２７）。翌年７月、谷井は同巡撫に招聘された。それゆえ、１９０４年秋に２回にわ
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たり、総計２１名の留学生を札幌に引率してきた。１回目について、『文武会会報』２８）には

清国山東省農桑顧問たる同君は去月清国日本留学生十余名を率ひ帰朝内十四名農芸科

にはいるの目的を以て来札数日間滞在の上当地の用務を果し直ちに東京を経て大阪に

至り同地工業学校に残り数名留学生の入学手続を了し十一月十日神戸出発汽船より渡

清の予定なり

と谷井氏の日程を詳細に記載している。

１９０４年９月２２日、駐日公使楊枢は「山東巡撫諮送官費自費学生」の札幌農学校、東京高

等工業学校、東京高等商業学校への入学を外務大臣小村寿太郎に依頼した２９）。谷井は母校

へのみならず、複数の学校に留学生を連れて行ったことが明確である。方時簡を派遣した

桐城県においても、１９０２年日本人教師を招聘し３０）桐城学堂を設立した。この時期、中国各

地で活躍している日本人教師や顧問の存在が留学生派遣事業を比較的スムーズに進めたと

言えよう。

こうして、楊枢の依頼は９月２７日に小村より久保田文部大臣に伝えられ、１０月５日に１

回目の留学生１４名が札幌農学校農芸科に出願し、６日に校長佐藤昌介に許可された。２回

目１１月１９日出願者も、２１日に許可され、２人は撰科生として予修科に、残り１９名は農芸科

に入学した。

本来、農芸科は学年が４月から始まるにもかかわらず、異例の速さで許可した理由は、

留学生に対する期待の大きさである。引率者谷井氏は歓迎会において「清国山東省の農業」

というタイトルで講演を行った。さらに２年前農芸科卒業生山本が技師として天津に赴任

した時、同窓会新聞『農友』に掲載した送別文には、北海道の開拓は本州の資本にのみ頼

るのではなく、清国を北海道農業貿易の「こよなき顧客」と表現して、現地に技術指導を

与えれば本道の開発にも有利になるという考えを示している３１）。以上のように、農学校は

留学生の到来を歓迎している。

一方、清国においても札幌農学校の成績が認識されている。ここでもう１人羅振玉３２）と

いう官僚に注目したい。彼の教育思想において顕著なのは、農学教育が清王朝を救う唯一

の道であるとする農業振興と深く繋がっていることである。１８９６年上海に西洋技術を提唱

する団体「農学会」３３）を組織し、１９０９年４月より１９１２年２月まで中国最初の高等農業教育

を行った京師大学堂農科（後の北京大学農学院、現在の中国農業大学）監督を担当してい

る。任命された直後、学事視察に来日し、札幌、東京、京都を巡った。札幌に滞在する間、

佐藤昌介学長などと面会し、農場、教室を見学し、留学生にも留学体験談を紹介してもらっ

た。帰国後、羅は「扶桑再遊記」を著し、札幌と駒場の農学教育を比べ、清の実情よりみ

れば、大学堂は札幌の方を模倣すべきと説いている３４）。日本人教師の招致と留学生の派遣

をともに重んじる清末新政の担い手において、札幌の農学教育は既に彼らの視野に入って

いたものと考えられる。

こうして、札幌農学校の影響が拡大して、留学生は毎年来ている。しかし、１９０７年帝国
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大学に昇格した後、札幌に来た留学生人数の増加は顕著ではない３５）。これはどういう原因

によるのか。

１９０２‐０６年の間に、清国より３６名、韓国より１名、インドより２名合計３９人の留学生が

札幌農学校に入学したが、大多数は入り易い農芸科と土木工学科を選び、本科・農学科に

入ったのは既に本国の大学を卒業したインド人留学生のみ３６）であった。農芸科とは、「農

理農芸及拓殖ニ関スル高等教育ヲ授クル」本科と異なり、「農事ニ関スル中等教育」が目

標だと規定された部門であり、日本人学生の場合は高等小学校卒業又は中学二年以上の学

力があれば、入学資格が認められる３７）。中国人留学生は国内あるいは東京の予備学校で１

年間ぐらい日本語を勉強すれば、特別扱いによって入学できる。ところが、帝大昇格後、

農芸科は存続していない。特別扱いで中国人を農科大学の本科に入れる事例も見られな

い。

日本人の場合は、「中学校ヲ卒業シタル者若クハ専門学校入学者検定規程ニ依リ検定ニ

合格シタル者」であれば、大学予科、農学実科、林学実科、土木工学科と水産学科への入

学資格を有するが、本科に入ることが出来るのは大学予科卒業生及び高等学校卒業生のみ

である。つまり、帝大昇格に伴い、入学資格は厳しくなった。

一方、１９０５年以降、清国政府も日本留学を制限し始めた。１９０６年１１月、清国政府が発布

した「管理日本遊学生監督処章程」に、「凡そ遊学生は本国中学堂若しくは日本各普通学

校卒業に非ざれば、官立高等及び専門学校に送らず、高等学校卒業に非ざれば、官立大学

に送らざる」と規定している３８）。それまでは修業年限の短い速成科に留学する人数は多かっ

たが、清国政府が必要とする実業の人材とは言いかねた。受け入れ学校の管理も緩く、卒

業証書を売る私立学校すらあった３９）。１９０５年、科挙制度が廃止された。一回目の帰国留学

生の文官登用試験の成績、留日学生は留米学生に及ばなかった。それがきっかけで日本の

教育界も教育方法を反省し始めた４０）。教育水準を維持するため、また学校の名誉のため、

帝国大学は留学生の入学資格を厳しく制限したと考えられる４１）。

さらに、留学生の専攻科目をめぐっては、農工商部の意見を参考にした上、学費補助の

配分方法を通して官私費生を農、工、理学科に誘導する方向へ調整した。ところが、両国

間の懸案は、当時の中国が日本と同等レベルの基礎教育を提供できないこと、中国で取得

した学歴が日本の学制では認められないことであった。このような矛盾を解決するため

に、１９０７年に清国政府学部の要求により、日本文部省は「五校特約」を締結した。これに

基づき、留学生が日本の高等学校に入学できるようになり、卒業後、ストレートに帝国大

学へ入学できることとなった４２）。

本科の他に、土木工学科、水産学科及び新設した農学実科には、中国人留学生は聴講生

として入学した。１９０７‐１７年、大学予科９人、農学実科３人、林学実科４人、水産学科５

人、土木工学科４人と専攻不明の１名で新入生は２６名を数える４３）。注目すべきは、１９１２年

以降の新入生は５人しかないことである。辛亥革命で清王朝が崩壊した影響が、留学生派

遣にも及んでいた。それでも、７人の農学士（林学士）が出た。
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清政府滅亡が齎した政策面の空白を埋めたのは中華民国北洋政府だと考えられる。しか

し、財政面で困難なこともあり、１９１４年「管理留学日本自費生暫行規程」は私費生の資格

を中学以上の卒業者若しくは中学以上の学校教員と定め、１９１６年「選派留学外国学生規程」

は公費生の資格を①本国大学教授、助教授を２年間以上続勤した者、②本国専門学校、高

等師範学校教授を２年間以上続勤した者、③外国の大学、高等専門学校、高等師範学校に

留学し、本科を卒業した者、④本国大学本科の卒業生、⑤本国専門学校、高等師範学校本

科卒業生と厳しく制限している４４）。

この時期から、政府以外の学校派遣留学生と私費生の割合が高くなってくる。代表的な

ケースとしてはかつて湖北留学生監督、駐日公使を務めた銭恂の息子が挙げられる。銭は

速成教育の欠点と留学生風紀の堕落を憂慮し、もとは軍事の勉強をさせようとして２人の

息子を慶応義塾幼稚舎（小学校）に入学させたが、長男は欧洲に赴かせ、次男は農業に変

えさせて札幌に送った４５）。もう一つのケース、中国最初の水産教育機構直隷水産講習所の

創立者、孫鳳藻は、日本の水産教育を視察後、講習所を漁撈、製造両学科を持つ学堂に改

正し、さらに１９１７年、将来の教員養成のために水産専門部の漁撈、製造両科にそれぞれ２

人を派遣した。

第２節 留学生受け入れの発展と頓挫

中国人留学生が本格的に増加し始めるのは、ちょうど北海道帝国大学が独立した翌年の

１９１９年である。日本政府が再び留学生教育に熱心になったのが一番の要因であると考えら

れる。既に述べたように、日中間基礎教育水準の差異のため、日本の大学留学の道は狭く

なっていた。一方、１９０５年以来、アメリカも留学生教育に力を入れ、北清事変の「北京議

定書」に基づいた賠償金で１９１１年留米予備学校を設立した。国際競争で米独諸国に負けな

いために、日本も１９１８年以降、義和団事件賠償金放棄案から「還付」案に転換し、還付さ

れた賠償金を留学生の「学費補助」に充たす方向へ積極的に取り込み始めた４６）。

交渉し始めた時、中国政府は、還付された賠償金を「棉花栽培及緬羊繁殖ノ奨励地質ノ

調査並実業教育振興ノ費用ニ充ツルコト」などの要望を日本側に伝えた。大戦後の工業発

展状況に応じる要望であり、日本側の意見に一致している４７）。実業に対する重視はこの時

期北海道帝大に来た留学生にも反映している。具体的に言えば、中国国内の中学校、農業

専門学校より北海道帝大の農・林実科、附属専門部に入るルートによる留学生が増加して

いた。

右の賠償金方案は最終的に「外務省対支文化事業」４８）の形で１９２４年に成立した。外務省

は、それをきっかけとして、留学生と受け入れ学校と両方に対する補助の決定権を握り、

留学生の修学、実習、見学などに対する斡旋などに欠かせない役割を担った。同年、外務

省文化事務局は文部省を通して、北海道帝大を含め、各大学、高等専門学校に対して、留

学生受け入れ現状に関する調査を行った。北海道帝大は以下のように回答した。まず、受
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け入れ方針としては、「一般外国留学生ニ関シテハ文部省令第十五号外国人特別入学規程

ニ依リ、別ニ細則ハ設ケサルモ特別ノ便宜ヲ計ルヲ以テ一般方針トセリ」、「在本邦支那留

学生ノ誘致改善ニ関スル事、方針、制度」については「該当事項ナシ」と書いてあり、入

学状況については、「大学其他各科共正科生ハ殆ント皆無ニシテ、聴講生志望者ハ実科及

専門部ニ於テ毎年四五〇名アリ其中ヨリ約二十五名ヲ許可ス。但シ不参加者毎年四五名ア

リ。又其中退学スルモノ両三名アリ」と述べている４９）。実際入学の人数は２５名をかなり下

回っている５０）。朝鮮人学生は実科より予科のほうに多く入学したことと対比すれば、実科

と専門部に入学させるという北海道帝大の中国人留学生受け入れ方針の特徴がわかるだろ

う。

１９２９年１２月、中華民国駐日留学生監督姜�より外務省へ「民国留学生入学方案意見書」
を渡し、「中国の国公立大学卒業生で日本の帝国大学の大学院に入学を希望する者に対し

文部省は無試験で、私立大学卒業者は試験で入学を許可する」ことと「中国国内大学の修

業生で日本の帝国大学に入学を希望する者に対しては、その修業年限に応じて試験入学を

許可する」ことを要求している５１）。中国側の狙いは、本国公立大学と日本の帝国大学と対

等に結びつけることであったが、結局、実現できなかった。「意見書」に対しては後に提

出した収容人数を定めようとする申請案とともに、３月まで日本側から明確な返答を得な

かった。そこで、留学生監督代理・羅翼群はもし入学が可能とならなければ、志願学生が

「直チニ束装シ帰国シ或ハ欧米各国ニ赴任スル」と外務省に催促した５２）。中国側の希望は

外務省文化事業部と文部省に通じて北海道帝大側に伝えられた。それに対し、農学部は教

授会を開き、検討した上で、同学部に対して１年「定員外十四名」の収容希望収容定員に

ついて、「最大限度十名」と「平均一人三百円」の経費を要求することと決定した。そし

て、中国の国立大学卒業生又は学生の大学院又は学部への入学に関しては、「『欠員アル場

合ニ限リ其都度学力ヲ考査ノ上収容スルコトアルベシ』ノ程度ニ於テ入学セシムル事」に

決定した５３）。

外務省が最終的に中国側に伝えた方案は大学院の定員を定めず、昭和５年度の状況に基

づいて算出した各直轄学校の収容能力を示した数字を提示したものに過ぎない。同時に学

力検定に固執している。五つの帝大の中で、北海道帝大の収容は明かに農系を指向してい

る５４）。法文学部がないのはともかく、理、工、医学部も京大や東北大より少ない。しかも

農系の優勢は農学部本科ではなく、実科と専門部の２１名定員である。本科は１０名を収容で

きるといっても、実際に実現した数字はこれより下回っている。

とりあえず、実科・専門部をメインにして留学生を受け入れるという特徴は１９３２年「満

洲国」成立後においても続けられている。日中戦争期にも大きな変化が起こらなかった。

満洲国の教育行政の整備は遅れたため、北海道帝大最初の満洲国留学生については学籍上

の出身地表記は当初の「支那」ないし「中華」とされており、その後、「満洲」と書き換

え、行政監督についても中華民国公使館より満洲国大使館に転換したぐらいである。日本

外務省においても、既存の「対支文化事業」から「対満文化事業」を独立させた。これが
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原因で、様々な統計や取調べの中で、「満支両国」という言葉がしばしば使用されており、

北海道帝大の入学規則においても、差別的な構造になっていない。留学生の後援組織も同

じ日華学会である。

１９３５年より、１９１３年以来中国人に対してずっと閉ざされていた大学予科の扉が再び開か

れるようになった。本科の受け入れも「専攻生」という形式で増加している。何れも中国

国内の学校を卒業した後に留学に来たのである。中華民国における中等実業教育の進歩と

大学の学力向上が認められたからかもしれないが、大学院、特に農学研究に関する大学院

はまだ不備なので５５）、日本留学の必要性は残っていた。北海道帝大もほかの帝大と同様、

学部に専攻生を設け、身分は大学院生未満であるが５６）、牛学、園芸学、農業組合といった

ような特定課題に関する研究をするケースもみられた。さらに、農学部との競合を念頭に

置いた工学部及び理学部も、中国人留学生の入学を許可した。１９３７年工学部２名、理学部

３名が許可を得、その中に女学生の姿もあった。しかし、日中戦争の勃発が、順調に展開

していた留学生事業の頓挫を余儀なくさせた。１９３７年１０月１１日、東京にある留学生監督処

は処員全体引揚、閉鎖になった。

中華民国においての頓挫に対し、満洲国は治安状況の安定化にしたがい、学務整頓を始

め、１９３８年４月に「第二期経済建設・産業開発」に合わせて、日本文部省の協力を得て、

学席という日本国内の学校に毎年の収容定員を設定した５７）。趙洪鳳論文に掲載の１９３８年度

留日学生指定校表によると、この設置案は工、農科を中心として、２４都市の３２校に学席を

定めている。３２校のうち、帝国大学は北海道のみである。在籍できる学科は附属土木専門

部と農学実科であるが、後述のように、帝国大学の附属部門として理解すれば、意味が異

なる。

周知のように、日露戦争後、満洲と台湾は北海道帝大出身者が「農業技術研究の枢要な

地位を担う」５８）ことになっており、北海道帝大生にとっても満洲国は重要な就職口であっ

た。１９３３‐３７年の４年間に総長を務めた高岡熊雄は、満洲農政の立案・策定に積極的に関

わっており、第２期経済建設の基本方向を確定した「産業開発第一次五ヵ年計画」に基づ

いて設置された「農業政策審議委員会」の委員となっている５９）。満洲国留学生学席設置の

ことからも、北海道帝大と満洲国との深い結びつきを裏付けるものと言えよう。なお、札

幌農学校の業績を清国に宣伝した羅振玉は満洲国監察院院長という役職になったことも一

緒に考えれば、さらに明白である。

第３節 留学生受け入れの拡大

満洲国の学席設置と同時に、徳王を主席とする新たに成立した蒙古聯盟自治政府も動き

始めた。モンゴル民族留学生の派遣は１９０７年まで遡ることができる。清国政府の派遣留学

生の中に、私立実践女学校に３名のモンゴル民族留学生がいた６０）。満洲国も東蒙地域出身

のモンゴル民族留学生を派遣したが、彼らは漢民族風の名前を使う人が多いので、北海道
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帝大当局もモンゴル民族留学生の存在を知らなかった６１）。１９３８年８月、日本留学を推進し

てきた蒙古聯盟自治政府委員長呉鶴齢は北海道を視察した際、北海道帝大総長と懇談し、

農学部、農場等を見学し、留学生を派遣することについて北海道帝大当局に打診した６２）。

翌年１月３１日、呉鶴齢は蒙古聯盟自治政府主席徳王の命と称し、外務省文化事業に深く関

わる米内山庸夫領事を訪ね、北海道帝大派遣について、外務省の協力を熱心に求めた。米

内山の意見は、①留学生の学力不足、②専攻は農・林に限定するか、それとも理・工をも

含めて学生の希望を認めるか、③留学生の指導監督は慎重を要する、と答えて、今後の連

絡事務は現地領事館経由とし、北海道帝大との交渉も善隣学会に依頼したほうがいいと消

極的な態度を示している６３）。

北海道帝大との交渉も決して容易ではなかった。蒙古聯盟自治政府が最初に提出した方

案は、６年間コースの農、工、理、医及びその予科に各１名、３年間コースの農学、林学

実科に各５名、土木専門部に２名総計１６名の収容を希望している。それに対して、農学部、

工学部、土木専門部各主任は差し支えないと答えたが、農学実科と林学実科との両主任は

実験設備上の不足を理由として、満洲国留学生以外の新たな定員外入学は困難であると主

張した。ただ、両実科は予算加配を条件に数名の入学を許容した６４）。曽我孝之予科教授の

熱心な協力により、留学の人数、宿舎、予備教育は次々と解決した６５）。１９３９年春、予科１

名（後、林学実科へ転入）、農学実科４名、林学実科１名、土木工学科２名の入学が実現

した。

日本の占領地域においては、１９３８年春より次々と「治安回復」し、北京臨時政府を皮切

りとして、各地の地方政権より再び留学生を送り出した。さらに、１９４０年汪兆銘政権が樹

立されてからは、留学生派遣を重視し、特に農業と工業を発展させるため留学を奨励して

いた６６）。

こうして、北海道帝大の留学生受け入れは新しい態勢で展開していく。１９３８年、国際学

友会の斡旋を受け、イタリア人交換留学生が北海道帝大に来た。１９４０年、東京麻布獣医専

門学校別科卒業のタイの留学生１名が選科生として農学部畜産学科に入学した。人数は少

ないが、留学のパイプが多様化しているのは間違いがない６７）。なお、植民地台湾出身の学

生が医学系に集中している。

以上述べてきたように、北海道帝大における留学生受け入れの展開過程は、次の三つの

特徴がみられる。

第一に、北海道帝大に留学する動機は中国側より生まれたことである。留学事業は中国

国内教育の空白を補充した。派遣留学生の専攻指定については、実際応用の需要、地域の

産業計画に応じて決められる傾向があった。北海道帝大の教育・研究成果が中国にとって

は価値があり、必ずしも「奴隷化教育」とは言えず、留学政策の客観性を示すとも考えら

れる。

第二に、国家事業として展開された外務省文化事業は北海道帝大の留学生受け入れに大
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きな影響を与えたのである。留学生に対する学資補給のみならず、その予算は大学側の建

設にも有益であった。

第三に、留学生の入学を促進したのは、中国側に、日本の教育体制に親近感を持って、

実業教育にも熱心な官僚がいたこと、日本側に、中国で活躍している北海道帝大出身の技

術者と現職の教育者がいたことである。戦前の中国人留学生教育は日中両国政府間の交渉

の産物であるが、国家政策の一面として、それらの人物が北海道帝大の教育現場において

決定的な役割を果たした。

第２章 留学生の身分問題

前章で、日中両国が推進した留学生事業の一部として、北海道帝大における留学生受け

入れの展開を考察してきた。教育現場の実情には距離がある。出願から入学さらに卒業ま

での規則、収容定員の有無及び実際に入学した人数、留学生を多数受け入れた学部・学科

を考えれば、留学生教育の限界があった。外務省より留学生教育所要経費が支給されるに

もかかわらず、帝大側が固執するのは学力であった。本章では、視点を教育機関としての

北海道帝大に移し、入学・卒業に関わり、留学生が最も関心を持つはずの大学における身

分の問題をめぐる制度の変遷を対象として、北海道帝大の教育態勢を分析する。

分析前に確認しておきたいのは、旧制帝大における留学生受け入れの法的根拠は文部省

令第１５号「直轄学校外国人特別入学規程」であり、その主旨は「一般学則によって入学す

ることが困難な外国人留学生に対し、日本人学生との競合を避け入学機会を提供する点に

あった」とされている６８）。留学生にとっては、帝国大学への入学は決してストレートに出

来ることではないのである。

九州帝大と東北帝大に関する研究成果によれば、旧制帝国大学への入学は中学校→高等

学校→帝大という「正系」コースと高等学校を経ない「傍系」コースという二つのルート

がある。日本人学生にとっては高等学校を経て帝大に入学することが一般的であるが、留

学生の場合の多くは「傍系」コースによって入学したのである６９）。ただし、北海道帝大の

場合は、大学院と学部のほかに、予科、実科、専門部なども附設している。また、帝国大

学になる前の留学生教育の前史も考えねばならない故に、上の両校よりさらに複雑であ

る。

１９２４年１０月、外務省文化事業事務局の調査に対する返答で、北海道帝大は留学生の入学

について次のように述べている。

一般外国留学生ニ関シテハ文部省令第十五号外国人特別入学規程ニ依リ、別ニ細則

ハ設ケサルモ特別ノ便宜ヲ計ルヲ以テ一般方針トセリ。

入学ニ関シテハ大学ニ於テハ正科学生ハ一般邦人ト同等ノ取扱ヲ為シ、選科生ハ特

別ノ取扱ヲナス、大学予科、農学、林学実科、土木専門部及水産専門部ハ正科学生ハ
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邦人ト同様ノ取扱ヲ為シ、聴講生ハ試験ノ上人数ヲ限リ入学ヲ許可ス７０）。

つまり、大学における留学生の身分は正科生と選科生との区別があり、附設部門におけ

る留学生の身分は正科生と聴講生との区別がある。定員人数に関しては、正科生は定員の

制限があり、正科生に欠員があれば、その欠員分選科生が入学できる。学則によれば聴講

生には定員の制限はないはずだが、ここでは、中国政府と締結した人数に制限されると考

えられる。文部省令第１５号によって特別入学したのは聴講生のみで、残りは日本人学生と

同様に一般学則によって入学したというべきである。

さて、こうした体制はいかに形成されてきたのか。その後、いかに変化していったのか。

まず札幌農学校時代に溯って、留学生入学の実例を見ながら分析していく。

既述の通り、留学生の入学は農芸科より幕が開かれた。札幌農学校は清国留学生に好意

を示し、たとえ学年の開始でなくても、すぐに入学させるほど優遇している。ただし、「入

学」とは直ちにクラスに入る意味ではない。留学生は日本人学生と比べると、その教育背

景と知識構成に大きな差が存在していた。

札幌農学校の留学生の履歴書を見てみよう。一番最初の周忠緯（１９０２年）は不明だが、

彼の次に入学した４人（１９０３年）の中、屠師韓は科挙制度の「附生」という身分であり、

方時簡も科挙制度の下に教育を受けてきてから日本に派遣された７１）。清国政府は学制改革

を断行し各地において近代的な学校を設立したが、すぐに効果は上がらない。１９０４年谷井

恭吉に引率されてきた農芸科留学生１９人の中、直隷保定府高等農務学堂出身の２名は日本

人教師に農業専門知識を教わったことがある。山東省高等学堂、広東同文館、江蘇格致書

院など即ち普通教育の学校の出身者１７名は、外国人教師に従い、日本語、フランス語、英

語を習いながら、本国教師に従い、漢学、算術、経史など伝統的な学問を修業していた。

しかも名目上は高等学校といっても、実際身に付けた学力は「代数の一次方程式」程度で

ある。

札幌農学校は彼らのこのような知識構成、特に日本語能力の不足に配慮した上で、特別

な教育方針を定めた。また、「外に寄宿所は学校附近に設選して上田助教授之を監督し、

留学生の学資は会計全部農学校課長に於て管理」させた７２）。留学生の学力不足のため、農

学校は自ら彼らの予備教育を行った。こうして、留学生たちは半年間の補習を受けてから、

「物理、化学、動物、植物、生理の五学課に於ては一年級として扱はれ共に教授を受くる

事」になり、正式に農芸科第１９期に編入された７３）。なお、留学生の関心は農学のみに限ら

ず、官費生にもかかわらず、１７名の内、８名は「普通学研究の為め」東京方面に転学して

しまい、最後卒業したのは５名にすぎない。

谷井氏が引率してきたほかの２名は、予修科（後に大学予科）に入学した。履歴書に「予

修科の撰科」へ入学したいと書いてあるが、札幌農学校に「撰科」という制度は無かった。

彼らは、文部省令の「一科若クハ数科ノ教授ヲ受ケントスル者ハ（中略）許可スルコトア

ルヘシ」という条項によって、聴講生として入学を許可されたのであろう。１９０５年、京都
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の第三高等学校において１年間の普通学科を勉強した陶昌善も、予修科に入学できた。ほ

かには東京の留学予備学校（弘文学院・正則学校など）で日本語、英語、数学、物理、化

学などを勉強した３人は聴講生として土木工学科に入学した。

同年、清国以外の韓国、インドからの留学生もやってきた。韓国人李殷徳は予修科希望

であり、２名のインド人バルタクルとシルカルの２人とも、本科である農学科に撰科生と

して入学願を提出した。制度より先行しているが、彼らの申請が許可された。１９０７年に、

農芸化学科に転科したバルタクルは撰科修了を以って、本科を出た最初の留学生となっ

た。

そもそも、札幌農学校は北海道開拓のために設置されたのであり、留学生教育を念頭に

置いていなかった。校則に文部省令以外の規定は何もなかった。そして、文部省令は卒業

資格を「本令ノ規定ニ依リ入学シタル外国人ニシテ学科修了ノ証明書ヲ受ケントスル者ニ

ハ試験ノ上之ヲ付与スヘシ」と規定しており、正式に「卒業」する方法を提示していたわ

けではなかった。札幌農学校の留学生は、卒業年限に達した事例は農芸科にのみ見られ、

それは卒業と扱われたので、まだ大きな問題になっていない。

帝大に昇格した後、募集を停止した農芸科に対しては、「第三年級ハ清国留学生ヲモ加

ヘ既往三学年間ノ成績ヲ通算シタル結果悉ク之ヲ卒業セシメテ可ナルモノ」と認め７４）、帝

大に引き継がれた各学科にいる、農学校時代に受け入れた留学生一人一人に対し、扱い方

を検討したと考えられる。例えば、１９０５年予修科へ入学したの陶昌善に対しては、「学年

成績ハヨク将来成業ノ見込アルヲアラハスヲ以テ正科生トシテ相当級ニ編入シ且ツ陶ニ対

シテ大学予科卒業証書ヲ授与スベキコト」を教授会で協議して決定した。もう１人の周慶

慈は「学年成績不良ナルヲ以テ大学予科卒業証書ヲ授与セズ之ニ代ユルニ聴講証明書ヲ」

与えられた７５）。

１９０７年６月、「東北帝国大学農科大学規程」で「選科規程」を定めているが、留学生に

関しては、特別な条項は設けられておらず、個別検討が続けられていた。検討の事例から

見れば、実科及び土木工学科においては、最初は聴講生として受け入れ、１年間の成績に

よって正科生に編入する可否を判断することが一般化されている７６）。本科の場合、直接に

本科に入学した中国人はいない。つまり、本科における一般校則による入学、即ち日本人

学生と同様な扱いと、実科などにおける文部省令による特別扱いとの二つのパターンがあ

る。北海道帝大の中国人留学生受け入れ体制はこの二つのパターンからなっている。

本来ならば、清国と日本が締結した「五校特約」によって、日本の高等学校もしくは予

科から帝国大学本科へ進学するルートが一番理想的である。１９０８年５月５日、第一高等学

校長は農科大学農芸化学科と農学科に卒業見込みの清国留学生の入学を依頼した。しかし

北海道帝大側は各学科の定員と収容状況を検討した上、受け入れなかった。１９０８年より１９１３

年まで、大学予科に入学した留学生７名の中、３年間課程を経て高等学校卒業してから予

科に入学した人もいる。唯一ストレートに進学できたと言えるのは、父親が外交官で日本

に来たことから小学校から中学校までは日本人と一緒に勉強してきた銭�孫７７）である。
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さて、「選科規程」は留学生にとってはどのような意味を有するか。まず、選科生とは、

「農科大学課程中一課目又ハ数課目ヲ選ヒテ専修セント欲シ願出ツルトキハ各級正科生ニ

欠員アルトキニ限リ毎学年ノ始ニ於テ選科生トシテ」許可される可能性があり、「正科生

ト共ニ試験ヲ受ケ正科生昇級ノ格ニ合フ者ハ願ニ依リ本学ヨリ証書ヲ」授与される。入学

資格は「年齢十九年以上ニシテ選科主管ノ教授其学力ヲ試験シ所選ノ課目ヲ学修スルニ堪

フト認ムル者」であれば入学はできる。その学力をさらに具体的に言えば、農科大学実科

卒業者、実業専門学校卒業者と「教授会議ニ於テ右諸学校ト同等以上ノモノ」となってい

る７８）。つまり、大学予科を経過しなくても、本科の授業を受講し、正科生と同様に昇級試

験を受験することができるのである。

さらに１９１３年７月、全ての科目を履修しており、正科生と同様に卒業試験・論文を完成

した「全科撰科卒業生」に対し、「本科卒業生ノ資格ヲ与フル」ことが教授会において決

定された。もし大学予科において行われる「大学予科卒業検定」試験に合格すれば、出願

者は本科生に編入され、１学期以上在学後本科卒業証書を授与される。かつて１９０７年に選

科生入学したインド人留学生ビスワスは１９１１年に農学士の学位を取得した。

農学部において学部入学資格の詮衡順位はまず予科と高等学校卒業生の第一次志願者で

あり、その次は専門学校卒業の第二次志願者で、検定試験を受けなければならない。この

二者とも定員内の入学である。留学生によく見られるのは、検定試験を受けても落第にな

り、最後は選科生として入学するパターンである。

「五校特約」も１９２２年に打ち切りになった。１９２５年４月、留学生監督は最後の「五校特

約」卒業生の入学することを北海道帝大に依頼したが、大学側は入学の「時期経過」や「定

員上収容の余地」がないといった理由で、それを拒否した７９）。要するに、「五校特約」は

北海道帝大にあまり大きな影響を与えず、高等学校の卒業生が直接に本科に入ったのは３

人８０）しかいない。

以上、札幌農学校の帝大昇格後における、選科生をめぐる入学・本科編入制度の導入は

留学生にとって、北海道帝大の本科、特に農学部に接触するチャンスが拡大されたものと

考えられる。また、第１章では北海道帝大の受け入れ方針は農学・林学実科への指向性を

示すと述べたが、ここで強調したいのは、選科制度の存在が北海道帝大の実科を本科に結

び付けることである。帝国大学の中で、実科を持っていたのは東京帝大と北海道帝大のみ

である。だが、東京帝大の実科は１９３５年に東京高等農林学校として独立した。高等農林学

校の入学資格は「農業学校の卒業生」若しくは「中等学校卒業者で農業の実地経験を有す

るものまたはこれと同等以上と認められる経歴を有するもの」と定めている。北海道帝大

の実科は、「中学校ヲ卒業シタル者若クハ専門学校入学検定規程ニ依リ検定ニ合格シタル

者」が入学できるが、選科入学審査の順位は帝大の実科は先である。それに、「実科の教

官として専任者なく、大学教授の余力を以て授業を行」う特徴がある８１）。この意味で、実

科の受け入れを北海道帝大の受け入れの一部と見なしても合理的である。

農学部に入学した留学生の入学前の学歴を見れば、一番多いのは前述両帝大の実科であ
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り、東京高等農林学校と函館高等水産学校も加えれば３６人を数える８２）。

１９２７年制定（１９２９年改定）された「北海道帝国大学通則」のなかで、外国人学生に関す

る三ヶ条が設けられている８３）。

第三十二条 外国人ニシテ第二章ノ規定ニ依ラスシテ学部ニ入学セントスル者アルト

キハ明治三十四年文部省令第十五号ノ定ムル所ニ依リ定員外ニ入学ヲ許可スルコト

アルヘシ

第三十三条 外国学生ニシテ当該学部所定ノ試験ニ合格シタル者ニハ本人ノ願ニ由リ

学力ヲ検定シ大学予科修了ト同等以上ト認メラルトキハ合格証書ヲ付与スルコトア

ルヘシ

第三十四条 外国学生ニハ本学学生ニ関スル規定ヲ準用ス

注目すべきなのは第３４条の存在である。これで、留学生に対する扱い方を一般学則と特

別扱いの二つの枠組みに振り分けた。ただし、この分け方はあいまいで、基準は明らかに

されていない。例えば選科生の入学を「各級正科生ニ欠員アルトキニ限リ」と定めている

が、１９３３年に満洲国の全科選科志望者は「日満親善ノ意味ニ於テ外国人特別取扱ヲ持テ定

員外ニ入学」できた。１９３４年外務省より中華民国留学生の入学照会があった時、農学部は

「選科生又は聴講生としてのみ而も欠員ある場合に限り入学の許可する旨並に国語、英

語、数学に就き試験を施行する旨」を伝えた８４）。

ところが、満洲国留学生と中華民国留学生に対する差別待遇はほかにほとんど見られな

い。１９３５年、日華学会よりの入学に関する問い合わせに対する返答では、新規収容の定員

について土木専門部は２名、農学・林学実科は「概数各約二名」と説明している８５）。実際

１９３５年度と１９３６年度の受け入れ状況は、農学実科には満洲国３名と中華民国３名、林学実

科には中華民国３名が入学した。

農学・林学実科は以前と同じ、特別取扱いで聴講生入学を許可する。本科においては、

医学部はそれまで留学生を受け入れた実例もなく、規則もない。１９２４年工学部に次ぎ、１９３０

年に設置された理学部は、応募者が少なかったため、工学部と共に特別取扱いを適用す

る８６）。

農学・林学実科及び予科の、正科生への編入制度については、「従来明治三十四年文部

省令第十五号ニ拠リ処理シ来レル外国人留学生中成績優秀ナル者アルニ鑑ミ之ヲ本科生ト

シテ修学セシメンガ為学則化セントスルニアリ」と「外国人留学生に関し従来特別生とし

てのみ取扱ひたるを正科生として取扱ふ途を開かんとし新に条章を設けんとす」８７）と定め

た。

やはり一番競争が激しいのは農学部である。そこで、留学生も競争を避けることはでき

なかった。１９５０年まで農学部に入学した８３人のうち、６７名が選科生であった。この意味で、

選科生制度は北海道帝大において中国人留学生が農学士を取得するための常套の手段で

あった。
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しかし、柔軟そうに見える選科生制度は同時に日本留学政策の硬直した欠点とも考えら

れる。欧米と比較すれば、日本の留学生教育理念は円滑さに欠けている８８）。大学にとって

は、「選科生」・「聴講生」は「学生」ではなく、「生徒」のことである。留学生にとって

は、問題は入学と卒業の実現に止まらず、入学後の官費支給の受領資格と卒業後の就職に

も多大な影響をもたらす。正式学生とされていない選科生の身分のままでは、競争には不

利である。

補給の面から見れば、以前、清国政府が選科生を制限した理由は、日本の大学入試は難

しいものの選科特に法科選科は試験を重視せず、日本人学生の選科と異なり、卒業生の学

力・成績が保証できないからであった。そのため官費支給を停止した８９）。そして、中華民

国の規程においても、「帝国大学選科」生が官費支給の対象にならなくなった９０）。この体

制は外務省文化事業の給費配分方法にも影響を与えた。

１９２５年５月、文化事業が本格化した後で、中国人選科生は初めて農学部に連名の請願書

を提出した。

駐日総裁留学事務処等ヘノ調査及回答等ハ従来凡テ其儘選科生トセルニ依リ官費其他

ノ給費ヲ受クルヲ得ザルモノノ如シ、依ツテ自今本学部支那選科生ニ関シテハ外務省

文化事業部及駐日総裁留学事務処並ニ支那大使館等ニ対シテ学費其他ニ関スル調査又

ハ回答等ニ限リ「選科生」ナル名称ヲ適当ナル名称ニ改メ度シ

これに対し、農学部は教授会で九州帝国大学の例を参照し「準学生」と称することを決

定した９１）。北海道帝大における日本人選科生の多くがいくつかの科目を選択して履修する

ことに対して、中国人留学生の場合は殆ど全ての科目を履修しており、以前の法科選科と

も異なるが、単なる身分と呼称の差別だけによって補助を受けられないのは公正に欠ける

だろう。

そして、全科選科修了後、予科の学力検定試験に合格して本科に編入されても、半年の

在学が不可欠であるという規定は、留学生にとっては、留学費用の増加、就職のタイミン

グを失ってしまうことなど、余計な負担と言える。事情が変化したのは１９２９年、日本人選

科生佐藤義三が３年目の在学中に学力検定試験に受かってしまったことによる。それに対

し、農学部は「直チニ学生ニ編入ノ事」に決定した９２）。

また、予科における学力検定試験の意味は、高等学校若しくは予科を経ていない学生が、

予科卒業と同等学力を有するかどうかを判断する手段であり、日本人にも外国人にも同様

であった。だが、入学前の学歴によっては、予科の授業科目と重なる可能性がある。不必

要な試験を避けるため、１９３０年１２月９日農学部に於いて、以下のような検討が行われた。

農芸化学科全科選科生劉伯文ハ高等師範学校ヲ卒業シ農芸化学科ヘ全科選科生トシ

テ入学セルモノナルガ成績良好ナルヲ以テ特別ノ取扱ニテ卒業ノ際一般正科生ト同等

ニ学士試験ニ合格セル上ハ学士ノ称号ヲ与ヘラレ度シトノ農芸化学科ヨリノ要求ニ依
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リ協議ス

右者予科ニ於テ高等学校ノ学力検定ヲ受ケントスレバ高等師範卒業生ナルヲ以テ

動、植、地質、独語ノ試験ヲ施行スルノミニテ宜シキ模様ナルニ已ニ植物、地質ハ農

芸化学科ノ課程ニ於テ合格シ居ルヲ以テ、動物及独語ニ対シ農芸化学科ニ於テ試験ヲ

行ヒ合格セル場合ハ正科生ニ直シ卒業セシムルコトニ異議ナク外国人ニ対スル特別ノ

取扱トシテ右ノ如ク為ス事ニ可決確定セリ

と決議した９３）。劉伯文は後に大学院に進学し、中国の食品工芸を研究した。

さらに１９３２年３月に、「今後右試験（全科選科生ニ対シ高等学校高等科学力検定）ヲ学

部ニ於テ施行セントスル」という内容の提議があり、農学部は各学科主任を委員に任命し、

新しい検定試験の規程を作成させた９４）。以降、検定試験は完全に農学部の内部試験になっ

ている。新しい検定試験によって農学士を取得した最初の選科生は朝鮮出身の金仁植であ

る。その時の試験科目は英語、国漢文、ドイツ語であり、以降は毎回委員会が検討して決

める９５）。その一連の規則は国籍、出身地に関係なく、基準は学力のみである。試験科目は

時期によって変更があり、編入の最終決定をめぐる個別検討も１９５０年ごろまでも続けられ

た。

その間に、１９４１年に中国人留学生はもう一度、農学部長に連名嘆願書を提出した。京都

帝大においての施行方法と同様に、北海道帝大にも「留学生ニ対シテハ特ニ該試験ヲ行ハ

ズシテ正科生ニ編入」することを許可してほしいというものであった。留学生の要望に対

して、小山内巌書記は東大、京大、阪大に出張する時、他帝大の規則について取調べた。

結果は「従来通リ試験ヲ施行スル」ことに変わらず、「試験ノ方法ニ就テハ出来得ル限リ

考慮スル事トスル」程度にとどまっている９６）。

北海道帝大におけるこうした構造の中で、一番決定的な要素は学力である。中国人ない

し外国人のみならず、日本人学生も同じ構造の中で帝大へ昇っていた。これは、多くの留

学生が日本で過ごした学生時代を顧みる際は「学業においては日本人学生とまったく同様

に扱われた」と言った本当の意味であろう。したがって、学力に関わる学生身分をめぐる

規則の変遷は、留学生教育の現場における日中交流の焦点であったと考えられる。

第３章 戦争の影響

通説によれば、留学生人数の拡大に影響を与える要素は様々である。日中両国政府の推

進、相場変動による留学費用の変化、近代知識に対する渇望及び日本という国に対する興

味の高まりなど、いくつか考えられる。逆の場合、日中関係の悪化に伴い、留学生の人数

は減少した。留学生人数が激減した年としては、「清国留学生取締規程」反対運動が起こっ

た１９０５年、辛亥革命に参加するための帰国者が多かった１９１１年前後、「二十一ヶ条」反対

運動が繰り返された１９１５‐１９年、済南事件のため対日感情悪化した１９２７‐２８年、満洲事変が
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起こった１９３１年、盧溝橋事変が起こった１９３７年が挙げられる９７）。

その中、一番影響が大きいのは盧溝橋事変（日中戦争）であることは言うまでもない。

実藤氏は１９３７年中華民国留学生監督処の閉鎖を戦前中国人留学史の打切りとみている。な

お、戦時期の留学生を含めて考察した折田氏も、「留学生制度自体が敗戦により中断され

た」と認めている９８）。しかし、１９３７年以降はもちろん、１９４５年日本が敗戦を迎えた後も、

北大のキャンパスに中国人留学生の姿がある。政府側の政策は激変したとしても、大学に

おける留学生制度は存続していたのだろう。

この現象を理解するためには、国際情勢が大きく揺れている時期の大学側の対応につい

ての考察が欠かせない。そもそも、留学生個人が北大を選択する理由として、本州から離

れた地理的位置がしばしば言及された。賑やかな大都市ではなく、安心して勉学できるか

らである９９）。北海道帝大の留学生は果たして日中関係の悪化ないし戦争にどのぐらいの影

響を及ぼされたのか、大学側はどのような措置を採ったのか。この章ではこの二つの点を

めぐって考察していく。

まず、確認しておきたいのは、先に挙げた留学生激減においては、新入生の減少と在学

生の減少と二つの側面があり、その二側面における傾向は必ずしも同調するものではない

ことである。

例えば、新規派遣状況を示す実科・専門部１００）の新入生は、１９２８年度は６名、２９年度は４

名であり、１９２７年の１０名より下回っている。ところが、１９２５‐２８年の間、在学生３９名の中、

卒業した人数は２５名に達する。なお、退学若しくは試験を受けないままに帰国した者と考

えられる１２名の中に、水産専門部所属者が８名いることは、学科の特殊性による成績不良

も原因として考えられる。

勿論、単なる退学者の人数から政局の激動が留学生に与えた影響を判断するのは限界が

ある。ところが、北海道帝大の場合、退学が多く発生したのは１９１２年、１９３７年に違いない。

したがって、考察の重心を主に１９１２年と１９３７年との２回の事変後対策に置き、最後は日本

敗戦前後の状況に触れていく。

第１節 辛亥革命の影響

清末の留学生たちは政治に対する関心が強いことは評価されている。特に日本に来てか

ら民主革命に興味を持ちはじめたケースは少なくない。同様な傾向は札幌農学校の留学生

にも捉えられる。１９０４年秋、農芸科に入学した１３名の山東省出身学生のうち８名は翌年１０

月に「普通学研究の為め上京」するという理由で休学した１０１）。その後、法政を勉強して、

辛亥革命に参加し、中華民国の法制改革などと直接に関わった者が多い１０２）。少なくとも、

国家に対する責任感は革命以前から既に持っていたと言えるだろう。

さて、辛亥革命は実際、在学の留学生にどのように影響したのか、北大側はどう対処し

たのか。
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川島真氏は留学生監督処行政の欠陥から留学生制度の破綻原因を提示している。留学生

の把握、金銭の流れの把握の双方に混乱が生じていた。学校側との連絡にも支障が生じて

いた。武昌蜂起が起こる前、監督処はある限りの経費を帰国旅費として学生たちに手渡し

た１０３）。

１９１１年１２月８日、札幌郵便局より学内外国人住所に関する問い合わせに対し、大学は「清

国学生々徒ニシテ動乱ノ為メ一時帰国シタルモノ拾名有之」と報告している１０４）。理由は後

述するが、武昌起義直後なので、当時北海道への情報伝達は速かった。これらの無断欠席

者に対し、１年後の１９１２年９月２０日の教授会でようやく「清国事変以来留学生一六人中一

一人ノ無断欠席アリ此場合除名スルコトトシ若シ将来復校ヲ願出ツレバ之ヲ許スベキコ

ト」という方針を定め１０５）、柔軟な態度を示している。結局、予科、実科、土木工学科と水

産学科に亘り総計１１人は二度と帰学せずに、残り５人の本科生は卒業まで勉学していっ

た。

第２節 日中戦争の影響

日本近代史研究においては、日中戦争の起点を満洲事変と見做す傾向は以前よりあり、

近年中国大陸の研究者も抗日戦争は満洲事変より始まったと主張する声も強くなってい

る１０６）。それにしても、同時代者が満洲事変と盧溝橋事変を一貫した流れのなかにあるもの

と捉えたとは限らないのと同様に、２回の事変が留学生の動向に与えた影響も質的な差が

あることは明らかである。

具体的に言えば、満洲事変により起こされた大きな変化とは、第一章で述べたように、

従来の中華民国留学から満洲国留学生を分離させたことである。そして、同１９３２年度内務

省警保局が編纂した『外事警察概況』に掲載された留学生人数統計表は「満洲国国籍法」

が制定されていない故に、中華民国人と区別して統計することができないと断っている。

また、派遣の回復については、１９３３年停戦協定が締結された後、満洲事変の影響は弱まっ

ているから、中華民国は新しい留学生を派遣してきたとも考えられているが、１９３２年に北

海道帝大には留学生の新入生は１人も居なかった。阿部洋氏はそれを満洲国国内学校が殆

ど壊滅であるからと帰結している１０７）。北海道帝大の在学状況を見れば、退学者は農学実科

の１人と水産専門部の３人のみであり（当時在学留学生総人数は中国人１９名と朝鮮人１５名

と合わせて３４名）、退学の理由は不明である。抗日的な心情による大規模の退学者が発生

しない限り、新規派遣がないことの理由は中国国内にあると考えられるだろう。

１９２９‐３０年にわたって中国の大学卒業生をめぐる大学院派遣・収容交渉は１９３５年によう

やく専攻生の形式で実現し、ある程度の連続性は示されている。要するに、一つの重大事

件の影響力は限りないとしても、その影響が見られるまで一定時期を経過なければならな

い。それ故、満洲国成立当初の留学生を中華民国の留学生から完全に分断できないと考え

られる。
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もう一つ重要なところは、１９３５年から３６年にかけて、中国国内において数多くの抗日運

動を大学生が行った。しかし、北海道帝大の入学・在学者人数も戦前のピークになった。

一つは、山室信一氏が分析したように、日中関係の緊張感が増加するたびに、あえて日本

という国自体に興味を持つようになったことである１０８）。もう一つは、政治より学問のほう

に関心を持つ者の存在は見過ごしてはいけない。１９３５年に起こった「一二・九」運動は、

大学生の抗日宣伝運動として中国では高く評価されているが、その代価としてことに天津

の大学では授業停止を余儀なくされた。運動は翌年春まで続き、参加者の回顧録によれば、

１９３６年２月、北洋大学学生は、運動に参加しなかった土木工学科学生孫偉東に対し、彼が

宿舎に置いた荷物や書物などを全部運び出して、ガソリンで燃して、大学当局に彼の退学

処分を要求した出来事がある１０９）。国内環境の不穏も留学を選択する理由だと考えられる。

満洲事変後の経過と比較すれば、盧溝橋事変後の変化は激しかった。北海道帝大は、７

月８日に農学部が中華民国からの専攻生１名の入学申請を許可した１１０）。留学生も学生課に

対して、「甚ダ遺憾ノ事ト思フ私共学生ハ誰モ戦争ヲ好マズ一日モ早ク円満解決ヲ望ム」

と述べた。しかし、１３日より事態は急転し、新聞は「危機逼迫」の号外を発行し、在学の

３６名中華民国留学生は３４名が学生課に旅行割引券を請求した１１１）。日本全国の状況につい

て、８月１２日の『毎日新聞』は帰国留学生人数を「既に八割の二千名に及ぶ」と報道して

いる。在東京中華民国大使館留学生監督処は９月２３日教育部から引揚命令を受け、各処員

が「留学生と面接の機会ある毎に口頭を以て示達し、帰国を肯ぜざる学生に対しては強ひ

て帰国方慫慂せず」、帰国留学生に旅費の世話もした１１２）。

北海道帝大工学部学生劉志和は、河北出身だが父と兄が南京政府の官員であり、事変後

の混乱のためか、実家よりの音信も送金も途絶となった。８月３１日、函館駐在羅集誼副領

事は学生課を訪ね、「南支方面ノ状況上劉志和ノ帰国ハ寧ロ当地在留ガ安全ナル故宜敷ト

申出」た。劉本人も「卒業スル迄踏ミ止」る意志を持っているので１１３）、結局帰国しなかっ

た。学生課の統計によれば、在学３６名を数える中華民国学生は、うち３４名が帰国し、家族

も同行したことがわかる１１４）。

帰国者の学籍に関しては、文部省は「帰校不可能トナリタル者ニ対シテハ便宜休学等ノ

取扱ヲナシ授業料未納ノ場合ニ於テモ当分学籍ヲ留保シ置ク様」１１５）と要求されて、休学と

扱っているが、しかし、自らも休学交渉と授業料延納申請の手紙を寄せた３名を含め、ほ

とんどの人は戻らなかった１１６）。

そして、残った劉が経済的に困難であるために、北大当局は外務省文化事業部へ学費補

給の申請を出した一方、札幌市の光星商業学校中国語教師のアルバイトの斡旋も熱心にし

た。勿論、劉も戦時下「日中親善」の象徴になり、『帝大新聞』をはじめ、学内外多くの

マスコミに宣伝された１１７）。

さらに、１９３８年３月末、事変当時は夏休みに帰省したきり札幌に戻れなくなっていた工

学部孫偉東も復学するようになった。その時も学生課が早速鉄道割引券を発送した。孫は

「本国ニ滞留中ハ唐山ノ車軸山中学ニ於テ日本語、物理、化学ノ教師トシテ」、「その間工
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学部の鷹部屋、大坪両先生が時々見舞の手紙を下さつたのには感泣し」「昨年七八月頃唐
マ マ

山ニ日本軍到着ノ当時ハ北大ノ正服ノ侭ナリシ為メ早速日本語ノ通訳トナリ日本軍人ノ市

内案内等ヲ為」したことをきっかけに、新に樹立された北京臨時政府の援助を受けた１１８）。

戦争とはいえ、地域・時期によって表現形式は大分異なり、日本留学に対する意識には感

覚や心情といったようなところに個人差が示されている。孫の帰学を働きかけた華北政権

を皮切り、日本軍占領地域におけるそれぞれの地方政権が治安回復の後に留学生を派遣し

た。戦争勃発後、多数の大学は南京政府とともに、西南・西北の奥地に移転した。占領地

域の青年は交通封鎖、費用増加等の原因で、奥地の大学に行くのが困難になった。占領地

域の教育施設においては日本主導の教科書検定をはじめ、深刻化した「奴隷化教育」が元

来の教学秩序を崩壊させた。こうした状況の中で、むしろ公費で日本人学生と同様に勉強

できる日本留学のほうが、より価値があると考えて決意した者が多い１１９）。１９３９年興亜院華

北連絡部は設立された後、積極的に留学生調査を取り込んだ１２０）。北海道帝大における自然

科学研究では大陸に対する関心が一層高くなる。従来の「満蒙研究会」は「東亜研究会」

と改称し、その研究範囲が華北、華中地域まで拡大した１２１）。「興亜の大業」を踏まえ、工

学部における留学生受け入れは華北臨時政権を中心に顕著に増加しつつあった。

第３節 太平洋戦争の影響

中国の各政権は１９４４年まで帝国日本に留学生を派遣した。北海道帝大の場合、予科は１９４３

年１０月に満洲国から１名、中華民国から２名を受け入れ、それ以降留学生は見られない。

勿論、学生としては、既に敗色が濃厚であった日本へ行くことを嫌った者が多い。にもか

かわらず、蒙古聯盟自治政府は強制的に官費留日予備学校である蒙古高等学院の卒業生を

全員揃って日本へ送り出した１２２）。

この時期、日本国内においては、教育秩序はかなり混乱した様態を呈している。１９４１年

には、「現下ノ緊迫セル時局ニ対処シ国家ノ人的資源ニ対スル最高度活用ノ要望ニ応ズル

為」、文部省の要求によって、該当年度卒業者の在学年限、修業年限を３ヶ月短縮した。

１９４５年、日本の学生は勤労動員されて援農に出かけ、残ったのは留学生だけで、授業すら

出来なくなった１２３）。２月、文部省は「現在三年目ノ留学生ニ対シテハ特ニ此ノ際試験ヲ終

了シテ三月ヲ以テ仮卒業ノ形ニテ帰国セシムルコト」と、６月にもう一度満洲国留学生に

ついて「二年目学生ハ九月ニテ三年目ノ授業ヲ了スルヲ以テ仮卒業ノ取扱ヲ為シ九月ニ於

テ正式卒業ノコトトシ一年目ハ休学トシテ此ノ際船便ノ関係上直チニ帰国セシムルコトノ

承認ヲ求ム」という内容の通牒を発した。文部省の方針に対して、北海道帝大当局は「止

ムヲ得ザルコトトシテ何レモ承認」し、「蒙古留学生ニ対シテモ監督ノ教官ヨリ申出アリ

タル場合ハ同様取扱ヲ為スコト」と決定した１２４）。結局、満洲国留学生は殆ど帰国した。そ

れ以外、卒業とされなかった学生は、１９４４年１２月に内閣が定めた「留日学生教育非常措置

要綱」１２５）によって、３月に満蒙出身学生が東北地方、民国出身学生が京都方面に「疎開」
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の名義で集中された。学籍も同時に移転され、そこで集合教育をうけた。一部の留学生は

終戦しても帰国できなかった１２６）。

戦後留学生の取扱いに関し、文部省は１９４６年６月１８日に、「外国人留日学生が大学、高

等専門学校等に入学する場合には一般的には別段の差別を設けないで自由に入学を志望す

ることができる」とし、さらに「従来日本の学制の下に教育せられた在日華僑、台湾人、

朝鮮人等のような学生と同様に取り扱うのを原則とする」と通達した１２７）。北海道帝大にお

いては、留学生の対処は教授会で個別的に行われた。朝鮮人学生林黙種と中華民国留学生

趙順生は、嘗て「思想問題」で疑われて、停学・放学された。その際は無罪釈放として扱

われ、復学させた上で「特別卒業」をさせた１２８）。趙は１９４６年５月に再び専攻生として入学

し、研究を続けていた。

京都・盛岡に疎開した学生の復学要求は許可された。中国内戦のために帰国できなく

なった留学生は概ね進学の道を選んだ１２９）。新規派遣は姿を消したが、戦前来日の留学生に

対する進学・昇級の取扱い方は以前と同様であった。ただし、出身地の表記は、中華、満

洲、蒙古及び台湾を全て「中国」に統一し、朝鮮も「韓国」に変わった。１９４６‐４８年の間、

実科・専門部及び他の高等農林学校より１３名が本科に進学した。１９４８‐５３年新制大学移行

期においては、１９５０年に旧制農業専門学校卒業の中国人、韓国人各１名を全科選科生とし

て受け入れ、彼らは１９５３年に卒業した。

以上分析してきたように、戦前中国人の日本留学は度々日中関係の変動に影響されて、

挫折も多かった。事変・戦争が原因となり、中国からの留学生は減少、ある時期には集団

帰国を命令されて、派遣が中断されることにもなった。日本政府の姿勢は留学生政策を国

家戦略の一環として推進しようとする点においては変わらない。留学生としては、占領地

中等学校における日本語教育の普及、国内の戦乱のせいで勉強できないことを合わせて考

えた上で、あえて日本留学を決意した者も少なくない。北海道帝大における留学生制度は

従来の受け入れ方針を維持した。終戦後切り替わったのは日本国の学制であり、「旧制」

より「新制」への移行期においては、戦前の留学生制度が存続した。

おわりに

以上、北海道帝国大学における中国人留学生の入学の動機、留学制度の変遷について分

析した。

北海道帝大に留学する動機は中国側より生まれた。日本留学は中国国内教育の空白を補

充し、北海道帝大の教育・研究成果が中国の産業振興にとっての価値を認識され、その政

策は客観性を有する。国家事業として展開された外務省文化事業は北海道帝大の留学生受

け入れに大きな影響を与えたのであるが、実業教育に熱心な中国官僚と北海道帝大出身の

技術者及び現職の教育者は教育現場において決定的な役割を果たした。
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北海道帝大の留学生教育は日中間学制の差に基づき、学力重視に固執した。留学生は一

般学則の適用と外国人特別扱いの二つのルートによって入学した。また、特別扱いの生徒

は成績優秀であれば正科生に編入できた。北海道帝大の留学生受け入れ制度はほかの帝大

と違い、一貫性を持っていた。

こうして北海道帝大の中国人留学生史を描くことを試みる途中、様々な問題意識が新た

に生じた。例えば、留学生派遣の地域分布は、清末という段階では経済的な要因が主であっ

たが、戦争期にはむしろ政治的な要因が激しく見られる。中国人が北海道帝大ひいては北

海道に学びたいという考えの根底から、日中文化地位が逆転する時代を見直すことができ

るだろう。もう一つ、戦前北海道における華僑コミュニティと留学生との相互作用はどう

なるか、他の地域と比較すればどんな特徴を持つか。本稿では、少しだけ史実を掘り出し

たが、これらの個別事例が日中交流の全体史にどう位置づけられるのか。これも中国側の

史料に基づき、統計資料を補足することも含め、今後の課題にしたい。

〔注〕

１） 北海道帝国大学は１９４７年９月３０日に北海道大学と改称し、１９４９年５月３１日に新制大学が設置される

時、旧制各機関は包括されるようになった。その年より新制大学の新入生募集を行うが、旧制卒業生

を１９５０年まで受け入れた。１９５３年に最後の旧制学生が卒業したことに従い、完全に新制大学に移行し

た。

２） 北海道大学『北大百年史』通説、ぎょうせい、１９８２年。

３）『札幌農学校一覧』、『東北帝国大学農科大学一覧』、『北海道帝国大学一覧』の三種類がある（北海

道大学附属図書館北方資料室所蔵）。以下は『一覧』と略称する。

４） 留学生には政府派遣の公費（官費）生と私費生の区別があるが、私費生に対しても旅費、服装等の

補給もあり、学費補給も申請できた。ここで使う「派遣元」とは、日本を派遣先とする場合の対義語

である。

５）「農学校簿書」と「帝大簿書」のなかには、「留学生ニ関スル綴」といったような名称の簿書が数冊

ある。内容は一部の入学・転科・補給の願書と、各部局と外務省、駐日外交機構、他学校、留学生後

援組織などとの遣り取りがメインである。これによれば、一部の留学生の出身地、教育背景、補給状

況、卒業後の就職先が分る。また、終戦前後の状況は「農学部関係資料」によって、農学部のみが判

明する。水産専門部は１９３５年に独立したが、１９４０年に農学部水産学科が新設されて、別組織ではある

が、進学等により、人的な繋がりは断絶していないが、史料で確かめることは困難である。人数の正

確な統計は今後の新たな史料の発見を待たねばならない。

６） 日中戦時期、イタリアとの交換留学は国際文化事業の一環として行われた。北海道帝大においては

１９３８年にフオスコ・マライーニ（当時２５歳）が「北大医学部に籍を置いて生物学生として人類学アイ

ヌの研究を続けていた」（昭和１５年３月１４日「北海タイムス」より）。彼の修学形式には一般の留学生

と違いが見られる。

７） 朝鮮の留学生派遣は清国よりも早い。日本の保護国であった時代、大韓帝国より３名が入学した。

１９１０年日韓併合以降、明治４４年４月文部省令第１６号によって、「文部省直轄学校外国人特別入学規程ハ

台湾人若ハ朝鮮人ニ」も「準用」することとなっている。「朝鮮留学生」と呼ばれる。

８） そもそも北海道帝大の帝国日本の中での位置付けを考えれば、植民地出身の留学生を対象に加え、

更に深く考察できれば有意義であるが、本稿は史料の関係上、中国人以外に触れない。場合によって
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中国人留学生と比較することがある、と断っておきたい。

９） 戦前留学史の研究成果は、教育史と日中関係史にのみならず、現在の国際交流にも大きな意味を持

つ。教育学者・社会学者の新堀通也の『知日家の誕生』（東信堂、１９８６年）が示しているように、「反

日家の育成」という結果から戦前日本の「留学生政策の失敗」は一般的な認識と受け取られている。

一方、中国近代史研究においては、留学生あるいは留学生史を抜きにしてはならない存在であるとさ

れている（小林共明「留日学生史研究の現状と課題」辛亥革命研究会編『中国近代史研究入門』汲古

書院、１９９２年）。清末民初の留学生は反清革命運動に身を捧げ、日本から言文一致、マルクス主義な

どを国内へ持ち帰り、中国の近代化の直接推進者であり、また日本留学を通して民族意識と愛国心を

覚醒させ、日本侵略に対抗するリーダー（例えば魯迅）になっていると評価されている。しかし、河

路由佳が既に指摘したように、実藤氏の研究自体に戦時期の留学事実に対する言及を回避していると

いう大きな欠陥が存在している（河路由佳、淵野雄二郎、野本京子『戦時体制下の農業教育と中国人

留学生：一九三五～一九四四年の東京高等農林学校』、農業統計出版社、２００３年）ので、戦前の日本

留学を評価し直す必要があると考えられる。

１０） 近年の論文は施宣圓「留日女学生与中国近代婦女解放運動」（『档案与史学』１９９７年第４期）丁順生

「晩清赴日法政留学生与中国早期法制近代化」（『金陵法律評論』２００１年第１期）、馬約生、銭澄「中国

早期現代化与日本」（『揚州大学学報（社会科学版）』２００４年）、周勇「我国早期留学教育（一八七二～

一九四九）与中国近代科学的歴史転変」（華中師範大学２００６年度修士学位論文）、張旭「簡析近代中国

留美、留日学生差異及其影響」（東北師範大学２００６年度修士学位論文）など多数挙げられるが、これ

らの研究は戦時期の留学について触れていない。なお、中日交流史で有名な研究者汪向栄も実藤氏と

同様な評価をしている。汪氏は松本亀次郎の教え子であり、実藤氏と阿部洋氏とは研究上の長い縁が

あり、『日本教習』（三聯書店、１９８８年）などの著作を以て留学の送り出す側から日中文化交流を評価

した。それゆえ、戦時期に触れないことは日中の友好関係に対する配慮に基づくものとも考えられる。

１１） 阿部洋編『日中教育文化交流と摩擦』（第一書房、１９８３年）、斉紅深『日本対中国的文化侵略：対日

本侵華教育的研究与批判』（崑崙出版社、２００５年）、祁建民「蒙疆政権の教育政策について」（斉紅深編

『日本の植民地教育・中国からの視点』社会評論社、２０００年）など。

１２） 阿部洋は「『対支文化事業』下の中国人留学生受け入れ問題」（浙江大学日本文化研究所・神奈川大

学人文学研究所編『中日文化論叢』１９９９年刊）「『対支文化事業』と満洲国留学生」（『中国人日本留学

史研究の現段階』）を以て外務省対支文化事業が留学生に与えた影響について研究してきた。「対支文

化事業」をめぐる政治史的研究は馬場明は著書『日中関係と外政機構の研究』（原書房、１９８３年）の

「対支文化事業特別会計の設置」と「日支文化事業協定改廃問題」との２章の中で、詳しく論述して

いる。また、本庄比佐子、内山雅生、久保亨編『興亜院と戦時中国調査』（岩波書店、２００２年）とい

う興亜院に関する研究の中で、興亜院が留学生派遣・管理の体制に与えた影響も触れられている。

１３）『中国人日本留学史研究の現段階』（御茶の水書房、２００２年）は、中国人研究者も添えた様々な視点

から留学を研究する論文・資料集である。日中戦時期の留学も扱う研究はほかにも、周一川、日本で

は『中国人女性の日本留学史研究』（国書刊行会、２０００年）、中国では『近代中国女性日本留学史一八

七二～一九四五』（社会科学文献出版社、２００７年）が出版された。また通史的な著作は中国側では王

奇生『留学与救国――抗戦時期海外学人群像』（広西師範大学出版社、１９９５年）張傑・王奇生『中外

教育交流史』（湖南教育出版社、１９９８年）がある。しかし、抗日運動を除けば、留学生の帰国後の活

躍に関する実証研究は清末という時期にとどまっている。日本側も、山室信一が『思想課題としての

アジア―基軸・連鎖・投企』（岩波書店、２００１年）の中で留学の意味について、「皮肉なことに中国か

らの留学生にとって日本自体が研究の対象として意味を持ち、祖国にとっても必須となったのは、他

ならぬ日中戦争の本格化という抜き差しならぬ実態の出現であった。しかも、あえて日本での勉学を

続けた中国人留学生の多くは、清末、中華民国初期の一時期を除き、研学の成果も空しく、日本へ留
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学したがゆえに志をえないことになった」とし、さらに「こうした日本留学生のほとんどが日本の敗

戦とともに漢奸として処罰される運命を辿ることになった」（５６１‐５６３頁）と述べている。帰国留学生

の対日抵抗の反面、対日協力者も少なくなかった事実が指摘されている。

１４）１９９９年に出版された『中国人留学生大辞典』（周棉、南京大学出版社）は帰国後の留学生個人に関

する実証研究に豊富な材料を提供したと考えられる。また、中華民国档案を利用し、日本占領地域の

留学生も正面から取り扱う研究もなされている。地域史の研究では、黎躍進「二〇世紀上半期湖南留

日運動及其特点」（『文芸博覧・理論』２００５年６月号）、江沛「留日及東遊帰国群体与直隷省的近代化進

程：一九〇〇～一九二八」（南開大学中国社会史研究中心『中国社会歴史評論』第６巻、２００６年）、羅

秋蘿、姜新「晩清江蘇女性留学日本述評」（『蘇州大学学報』２００５年第２号）、譚克倹「抗日戦争時期的

山西赴日留学」（『晋陽学刊』２００５年第１号）などが挙げられる。

１５） 陳昊「九州帝国大学における留学生受け入れ」（九州大学『九州帝国大学における留学生に関する

基礎的研究』研究成果報告書、２００４年）、永田英明「戦前期東北大学における留学生受入の展開――

中国人学生を中心に」（東北大学史料館『東北大学史料館紀要』２００６年）。

１６） 田中剛「『蒙疆政権』の留学生事業とモンゴル人留学生」（大阪教育大学『歴史研究』２０００年第３８号）

においては、北海道帝国大学は戦前蒙疆政権から最も積極的に留学生を受け入れた高等教育機関とし

て挙げられ、留学生個人をめぐっての実例分析も行われた。

１７） 井上勝生「札幌農学校と植民学――佐藤昌介を中心に――」（北海道大学１２５年史編集室『北大百

二十五年史 論文・資料編』、２００３年）、１１１‐１６２頁。

１８） 汪向栄『日本教習』三聯書店、１９８８年、５８頁。

１９）「文部省直轄学校外国人特別入学規程」は以下のとおりである（出典『日本植民地教育政策史料集

成（台湾篇）』第１６巻、龍渓書舎、２００７年）。

第一条 外国人ニシテ文部省直轄学校ニ於テ一般学則ノ規定ニ依ラス所定ノ学科ノ一科若クハ数

科ノ教授ヲ受ケントスル者ハ外務省在外公館又ハ本邦所在ノ外国公館ノ紹介アルモノニ

限リ特ニ之ヲ許可スルコトアルヘシ

第二条 前条ニ依リ教授ヲ受ケントスル外国人ハ前条ノ紹介書ヲ添ヘ帝国大学総長若クハ学校長

ニ願出ツヘシ

第三条 帝国大学総長若クハ学校長ニ於テ前条ノ出願ヲ受ケタルトキハ相当ノ学力アリト認メタ

ル者ニ限リ之ヲ許可スヘシ但シ学校ノ設備上差支アル場合ハ此限ニアラス

第四条 本令ノ規定ニ依リ入学シタル外国人ニシテ学科修了ノ証明書ヲ受ケントスル者ニハ試験

ノ上之ヲ付与スヘシ

第五条 本令ノ規定ニ依リ入学シタル外国人ニハ入学試験料入学料及授業料ヲ徴収セサルコトヲ

得

第六条 帝国大学総長及学校長ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ本令ニ関シ必要ナル細則ヲ設クルコトヲ

得

附 則

第七条 本令施行ノ際文部省直轄学校ニ於テ一般学則ノ規定ニ依ラス在学スル外国人ハ本令ニ依

リ入学シタル者ト看做ス

第八条 明治三十三年文部省令第十一号文部省直轄学校外国委託生ニ関スル規程ハ本令施行ノ日

ヨリ之ヲ廃止ス

２０） 例えば「五校特約」の経費は各省が分担している。その以前も各省が独自の規程を制定し、省の経

費から官費を支出し、湖北、山東などの省は既に留学生監督を日本に派遣している。中華民国に関す

る論述は周一川「南京国民政府時期の日本留学について」、大里浩秋・孫安石前掲書、２０８頁参照。

２１） 同窓農友会『農友』（雑誌）第３１号、明治３６年６月２５日、２０頁。
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２２）「清国人留学生農芸科入学ノ件」によれば、方は前年１０月に渡日し、東京同文学院の日本語課程を

経て札幌にきた。また、彼の推薦状を書いたのは有名な実業者張謇で、以前東京で佐藤昌介と会った

縁がある。札幌農学校簿書９８４『明治三十六年教務ニ関スル書類』北海道大学大学文書館所蔵、以下

同。

２３） 明治３６年７月２７日、北海道庁殖民部長宛「卒業生谷井恭吉清国山東省農桑顧問ニ傭聘ニ付技師任命

方依頼」、札幌農学校簿書７７４『明治三六年札幌農学校公文録 第一冊』。

２４） 農芸科３年生森友佐太郎、同２年生鈴木重慶「帰化支那人許士泰氏の本道農業」（同窓農友会『農

友』（新聞）第１２号、明治３４年１０月２５日）。

２５） 例えば、『農友』（雑誌）掲載の種子経営の広告には、清国の野菜は数種類がある。

２６） 黄尊厳、徐志民「清末山東留日学生考釈」（『東岳論叢』第２５巻第２期、２００４年３月）、１１６頁。

２７）「李鳳年一行来札その他の件」、前掲札幌農学校簿書７７４。

２８） 第４４号、明治３８年１月１０日。

２９）「外務省記録」３．１０．５．３．２「在本邦清国留学生関係雑纂 陸軍学生海軍学生外之部」第１巻。ここ

で、留学生は通判朱曜為学監に東京まで引率してきたと書いてあるので、引率者は１人ではないと推

定できるだろう。

３０） 安徽省地方志編纂委員会『安徽省志・大事記』方志出版社（北京）、１９９８年。

３１） 「山本君の渡清」『農友』第１９号、明治３５年５月２５日。

３２） 羅振玉（１８６６‐１９４０、別号雪堂）は、張之洞の下で日本の学制を熱心に導入した人物として知られ

た（汪婉『清末中国対日教育視察の研究』汲古書院、１９９８年、２３７‐２３８頁）。

３３） 上海農学会は「西法を以て、天地自然の利を興し、富国の基を植える」「樹芸を広げ、畜牧を興し、

新法を研究し、利の源を開き」「中国人に化学によって地質を考察し、土壌を改良し、光熱を求め、

機械で灌漑することを知らせる」の趣旨を持ち、『農学報』という機関紙を発行し、西洋農業知識の

翻訳、紹介を行った。同じ時期の農学団体は孫文が１８９５年に広東で創立した「農商を重じる」農学会

が挙げられるが、存続は短かった。（湯志欽、陳祖恩編『中国近代教育史資料匯編 戊戌時期教育』

上海教育出版社、１９９３年、１１０‐１１２頁）。

３４） 羅雪堂「扶桑再遊記」。出典は蕭文立「羅雪堂興農思想句玄」（張本義編著『白雲論壇』第３巻、北

京図書館出版社、２００６年）、原文は中国語、日本語訳は筆者。

大連図書館ＨＰにも掲載（http://www.dl-library.net.cn/publication/pub_content.php?id=122&flag=3）。

札幌大学（東北帝国大農科大学）はこれまで米国の教育方法を援用したが、大学に昇格して

以降は科目を駒場（東京帝国大学農科大学）と同じように改正した。但し、獣医学が畜産学の

一部に含まれるのは、札幌が駒場に勝るところである。

札幌は資本が厚く、８つの農場を持ち、年収は農場利益のみで１０万円ほどである。

建築費用は最初３０万円で、毎年工事を増やし、総計６０万円に達す。

未墾農場がある。学長によると、２０年後すべてを開墾したら、文部省から歳費を貰わずに自

立できるそうである。

３つの演習林は規模完全且つ広大である。其の３つは地理的に遠隔し、そもそも寒温熱三帯

に夫々一つずつ持ったほうが理想的だが、大学は北の地に位置するので、寒温にしかないが、

駒場より遥かに広大である。

札幌大学は授業の密度が高い。半日演習で半日講義という形はまた駒場と違う。駒場は理論

を重んずるので、演習は４分の１に及ばず、但し実科だけは１年目は講義のほうが多く、２年

目は均等、３年目は演習に偏る。これも両校の違いである。

札幌大学には３年の予科がある。それを卒業してから本科に入る。それは各高等学校の実際

の学力とはやはり差があるからである。日本では近代的な教育は既に何十年も経たが、予科を
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本科の前に設けなければならない。しかし、現在我国においては、予科を廃止し、各省の学力

異なった高等学校卒業生を入学させようとする声は上がっている。もし廃止したら、将来はど

うなるかが推測できよう。

選科と実科が附設してある。その目的は大学教師の助手と実用の人材を養成することであ

る。我国においても、本科の外に実科を設置すれば宜しい。経費の面も便利だし、入学の道も

開かれるのである。知識を普及するために、早く計画したほうが宜しい。

３５） 表１、表２を参照。

３６） 履歴書によれば、１９０５年に入学した２人のインド人留学生は既にインドの大学で教養学士を取得し

た。全科目ではなく、撰科生として一部を履修するようにと出願した（札幌農学校簿書８２３『外国人

留学生入学志願書』北海道大学大学文書館所蔵）。「選科生」については、次の章で詳しく分析したい。

３７） 明治２９年６月２３日伺定「札幌農学校校則」『札幌農学校一覧 自明治三十七年至明治三十八年』１７

頁。

３８） 光緒３４年９月２１日（清国年号は旧暦、以下同）『学部諮奏輯要』（沈雲龍編『中国近代史料』雲海出

版社）４２９頁。

３９） 川島真「清末における留学生『監督』行政」、大里浩秋・孫安石前掲書、６８頁。

４０） 実藤恵秀、前掲書、８６頁。

４１） 日本留学ブームの初期、軍事、師範、法政と一般教養を勉強する留学生が多いため、一部の学校に

速成科が設置された。１９０５年８月、日本文部省が「清国人ヲ入学セシムル公私立学校ニ関スル規程」

を発布し、速成科を取り締まった。留学生がこれに反対して東京で同盟休校するまでに事態は発展し

た。ところが、それは清国政府の要請に応じて定めたものである。

４２） 実藤恵秀、前掲書、１０６頁。「五校特約」の内容は、１９０８‐２２年の１５年間、第一高等学校、東京高等

師範学校、東京高等工業学校、山口商業専門学校及び千葉医学専門学校の官立五校に毎年一定人数の

留学生が入学できるというものである。夏目賢一（「第一高等学校における留学生教育の再編と日中

関係――特設予科および特設高等科の事例、一九〇八‐一九三七年」、『東京大学史紀要』第２５号、２００７

年３月）によれば、「五校特約」は後に一高に一年間の特別予科も設置し、特別予科を経て、第一～

第八高等学校へ入学できるというように拡大した。

４３） この時期は朝鮮人留学生５名と本科選科生としてのインド人留学生２名もいる。

４４） 中国第二歴史档案館編『中華民国史档案資料匯編』第三輯教育、江蘇古籍出版社、１９９１年、５９８頁。

４５） 邱巍「銭玄同家族留学日本考述」（『西北工業大学学報』２００５年第１期）によれば、銭恂は『呉興銭

氏家乗』に自慢話としてこう書いている。原文は中国語、日本語訳は筆者。

此の２人の息子を慶応義塾に入学させた原因とは、本来は軍事を勉強させようとしたことであ

る。日本人学生と変わらないように扱われ、中学校で日本人の定員人数を占めることとなった。

ところが、中学を卒業する際、中国人武学生が堕落しているので、うちは軍事をやめるようになっ

た。長男は欧州に赴き、次男は農業に変わった。日本に留学したのは長男８年間、次男１５年間で、

速成を取らずにすべて私費だった。（留学生の）でたらめな風紀や浅学を矯正するためである。

４６） 例えば、１９１８年第４０回帝国議会に「支那人教育ノ施設ニ関スル建議案」を提案した高橋本吉は議会

において、外国人が中国に経営している高等教育の学校に言及し、「一箇年に卒業する大学の学生と

いふものは二千人から西洋人の大学より出るのであります」と述べていた。実藤恵秀、前掲書、１１９

頁。

４７） 馬場明、前掲書、６９頁。

４８） 帝大簿書０００５５『自大正十年至大正十五年留学生ニ関スル綴』。

４９）「支那学生留学情況調査ニ関スル件」大正１３年１１月、前掲帝大簿書０００５５。

５０） 表２を参照。
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５１）「日本留学生ノ各学校入学ニ関スル留日学生監督姜�ノ意見書」外務省記録Ｈ．５．０．０．１『在本邦留
学生関係雑件』第７巻、永田英明、前掲論文、１１‐１２頁。

５２）「支那留学生ヲ各大学大学院ヘ収容人員」外務省記録Ｈ．５．０．０．１『在本邦留学生調査関係雑件』第

１０巻。

５３） 農学部関係資料、昭和５年５月２９日記事。

５４） 表３を参照。

５５） 包平、王利華「略述中国近代農業教育体系的創立――一八九七～一九三七」（『中国農史』２００２年

第２１巻第４期）によれば、１９２７年中華民国教育部「大学規程」、１９２９年国民政府「大学組織法」は大学

には研究院が設置されるべきと規定している。１９３４年教育部「大学研究院暫行組織規程」発布、１９３５

年中山大学農科研究所は最初の農科大学院生募集を行った。日中戦争まで全国範囲で大学院生の人数

は十数名に過ぎない。

５６） 学則の中で、専攻生に関する規程は以下のようである。

第三十五条 本学学部ニ於テ特殊事項ニ就キ攻究セントスル者アルトキハ設備ニ差支ナキ限リ専

攻生トシテ入学ヲ許可スルコトアルヘシ

第三十六条 専攻生タルコトヲ得ル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルコトヲ要ス

一、大学令ニ依ル学校ヲ卒業シタル者

二、当該学部長ニ於テ相当ノ学力アリト認メタル者

第三十七条 専攻生タラントスル者ハ入学願書ニ研究事項ヲ具シ履歴書ヲ添ヘ当該学部長ニ願出

ツヘシ

５７）「『満洲国』派遣留日学生の派遣地と学習学科に関する考察――一九三八年～一九四二年を中心と

して」（九州大学『教育基礎学研究』２００６年第４号）。

５８） 田中耕司、今井良一「植民地経営と農業技術――台湾・南方・満洲」（田中耕司編著『岩波講座「帝

国」日本の学知 第七巻 実学としての科学技術』岩波書店、２００６年、１１０頁）。

５９） 北海道大学１２５年史編集室『北大百二十五年史 通説編』２００３年、８４頁。

６０）「自四十年七月至仝十二月清国留学生異動調」前掲外務省記録３．１０．５．３．２。

６１） 帝大簿書００１４４『学生課日誌』の記載に、１９３９年２月、卒業する満洲国派遣学生の送別会の席で、

尾崎卓郎学生課長は初めて、北海道帝大に蒙古学生の存在を知ったという節が書かれている。

６２）「蒙古留学生入学ニ関スル件」帝大簿書０００４９『留学生関係綴』。１９３０年代前半、蒙古自治運動当時、

徳王は日本に軍事留学生を大量に派遣した。呉鶴齢自身もその時の留日学生である（田中剛、前掲論

文）。呉が推進した留学計画は、農業と師範の二つの専攻にのみと制限しており、後に中国側に「日

本侵略の需要」、「奴隷化教育」と批判されている（徐志民「日本政府対偽蒙疆政権留日学生政策探微」、

『抗日戦争研究』、２００８年第２期）。

６３）「蒙古人留学生派遣ニ関スル件」外務省記録Ｈ．５．０．０．１『在本邦留学生関係雑件』第１２巻。

６４） 前掲帝大簿書０００４９。

６５）「本道牧畜の勉学に 十二青年が留学 呉鶴齢氏との交渉推進」昭和１３年１１月１８日「北海タイムス」。

６６）「留日学生に対する汪主席訓示（要旨）」（日華学会『日華学報』第８５号、１９４１年９月）。

６７） 本州には従来から欧米留学生が多く、太平洋戦争勃発後、南方留学生も多数受け入れた。例えば１９４２

年各庁府県満・中以外の小学校以上外国留学生の人数統計で上位の３位は警視庁２６８名、神奈川県１９０

名、広島県７８名で、北海道は１名である（内務省警保局『外事警察概況』第８巻、不二出版、１９８７年）。

６８） 永田英明、前掲、３頁。

６９） 折田悦郎「九州帝国大学における留学生制度について」（前掲研究成果報告書、第１頁）、九州大学

陳昊と東北大学永田英明も同様な分け方に沿っている。

７０）「支那学生留学情況調査ニ関スル件」、大正１３年１１月、前掲帝大簿書０００５５。
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７１） 張駿「方宗誠伝略」（『清代文壇盟主桐城派』、安徽人民出版社、２００２年１２月）。

http://www.tcp.gov.cn:8081/tcp/newsfile/2005/12/14/1134523663160.html

７２）『同窓農友会会報』第３７号、明治３７年１２月、３７頁。

７３）『同窓農友会会報』第３８号、明治３８年１２月、３２頁。

７４） 百年史編纂関係資料「各学科主任協議会議事録 六三八 庶務課」、北海道大学大学文書館所蔵、

明治４１年３月２６日記事。なお、最後２名の農芸科留学生は翌４２年３月２５日に卒業を協議認可された。

７５） 前掲、明治４１年７月１日記事。

７６） 前掲、「各学科主任協議会議事録 庶務課」６４０、６４１。

７７） 銭は１０歳来日、慶応義塾幼稚舎（小学校）、東京高等師範学校附属中学校を経、東京高等師範学校

附属中学校卒業、１９０８年予科入学、１９１１年農学科第二部（農業経済学科）に進学、１９１４年農学士学位

取得。

７８）「撰科生資格ニ関スル内規ヲ定ムル件」、明治４１年５月５日、農学部関係資料。

７９）「五一、留学生収容に関する件」大正１４年５月２２日、前掲帝大簿書０００５５。

８０）１９１９年一高卒業生孫�、畜産学科。１９２２年二高卒業生羅宗洛、農業生物学科。１９２３年六高卒業生範
垂紳、畜産学科。

８１） 半沢洵、「農学実科創立二十五周年記念挨拶」（『札幌農学実科同窓会会報』第１８号、１９３７年１１月）。

８２） 表７を参照。

８３） 北海道帝国大学、『北海道帝国大学一覧 昭和四年』。

８４） 農学部関係資料、昭和８年３月２８日、昭和９年１月２６日記事。

８５）「満支両国留学生入学ニ関スル件」帝大簿書００４０８『雑件綴』。

８６） 表８を参照。

８７） 文部省、「学則・規則に関する許認可文書・直轄学校」、本館‐３Ａ‐００９‐０１・昭４７文部０００１２１００、国

立公文書館所蔵。

８８） 夏目賢一（前掲）は「帝国大学への進学の難しさも加わり、中国の特にエリート層の留学先には欧

米が選ばれるようになって」、「留学先としての日本の価値が低下していく」と述べている。

８９）「諮覆使日大臣法科大学選科学生仍応限制不給官費文」光緒３４年３月１８日、前掲『学部諮奏輯要』、

３７３頁。

９０）「修正管理留日学生事務規程」（１９２０年１１月）、前掲『中華民国史档案資料匯編』。

９１）「支那選科生ニ関スル件」農学部関係資料、大正１４年５月２９日記事。

９２）「選科生ヲ学生（本科生）ニ編入ノ件」農学部関係資料、昭和４年３月１１日記事。

９３）「中華民国留学生ニ対スル特別取扱ニ関スル件」農学部関係資料、昭和５年１２月９日記事。

９４）「学部ニ於テ資格検定試験ニ関スル件」農学部関係資料、昭和７年３月２６日記事。

９５）「学生入学ニ関スル件」農学部関係資料、昭和７年６月１０日記事。

９６）「入学検定試験ニ関スル件」、農学部関係資料、昭和１６年１２月２４日記事。

９７） 実藤恵秀前掲書、５１５‐５１６頁。

９８） 折田悦郎、前掲研究成果報告書、１頁。

９９） 倪晋山「我国現代植物生理学奠基人之一――羅宗洛（１８９８‐１９７８）」中国科学技術協会編『中国科

学技術専家伝略 理学編生物巻』。http://www.gmw.cn/content/2006-02/08/content_302048.htm

１００）その時期、本科に入学する前の段階の教育は日本で受けたはずなので、国内からの新規派遣を示す

数字とは実科と専門部の人数を合わせた数字が一番近いと考えられる。

１０１）「清国留学生の異動」『同窓農友会会報』第３８号、明治３８年１２月、３２頁。

１０２）表６を参照。

１０３）川島真、前掲書、６４‐６５頁。
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１０４）「二二八、本学内外国人住所回答ノ件」帝大簿書００５０８『四十四年一月起 庶務書類』。

１０５）農学部関係資料。

１０６）王貴忠「〝九・一八〟事変是中国抗日戦争起点研究総述」（『瀋陽師範大学学報（社会科学版）』２００５

年第５期第２９巻）劉庭華「論〝九一八〟是中国抗日戦争的起点」（『抗日戦争研究』２００６年第１期）。

１０７）阿部洋「『対支文化事業』と満州国留学生」、大里浩秋・孫安石前掲書、２３４頁。

１０８）注１２参照。

１０９）牛宝印（当時北洋大学学生）「北洋大学学生戦闘在一二・九運動中」。

http://cyc6.cycnet.com:8090/xuezhu/zishu/content.jsp?n_id=4453&pageno=6

ちょうど翌年の１９３７年春に、北海道帝大工学部に北洋大学工学院土木工学科３年修了の孫偉東とい

う人物が聴講生として入学した。その回顧録が言及している孫偉東と同一人物だと考えられる。

１１０）農学部関係資料。

１１１）帝大簿書０００５６、北海道帝国大学学生課『日誌（第二係）自昭和九年十月至昭和十二年度』。

１１２）前掲『外事警察概況 第三巻昭和十二年』、５５‐５６頁。

１１３）前掲帝大簿書０００５６。

１１４）引揚勧告受けた帰国者人数の確認は困難である。例えば、『北大時報』によれば専攻生施有光は事

変以前３月末に既に退学したが、札幌を離れずに学生課主催の活動にも出席し、事変後に帰国した（前

掲帝大簿書０００５６）。学生課作成の「満支両国人学生々徒ノ就学状況」（帝大簿書０００２４、『雑書綴（満洲

留学生）』）掲載の在籍者は３５名であるが、学生課の日誌には３６名と書いてある。また「就学状況」の

中で、江文湘は３６年１１月以来欠席を続けていた。要するに当時在学者のうち、キャンパスを離れなかっ

たのは劉志和１人のみである。学生課が旅行割引券を３４枚交付した。なお、函館在住、華僑と推測で

きる潘一郎は９月の新学期に間に合った。帰国した孫偉東は翌年に帰学したが、満洲国の３名は帰省

したきり戻らなかった。

１１５）「昭和十二年十月満支両国人学生生徒ノ取扱ニ関スル件」、外務省記録Ｈ．５．２．０．１．１『在本邦選抜留

学生補給実施関係雑件ノ方針関係』第２巻。

１１６）前掲帝大簿書０００５６。

１１７）「学に国境なし劉君帰国を中止」『北海道帝国大学新聞』（以下『帝大新聞』に略称する）、１９３７年１０

月２０日。「支那学徒へ寄する情温かく励み続ける学問」、『北海タイムス』、１１月２７日。「親日の北大生孤

独の青年けふは感無量」、『毎日新聞』、１２月１８日。

１１８）帝大簿書００１２７、北海道帝国大学学生課『昭和一三年度日誌（第二係）』。

１１９）周孜正「試探淪陥区中国青年赴日留学原因」（『民国档案』２００４年第３期）。

１２０）例えば、興亜院は１９３９年４月１１日に学生課に卒業生・在学者の名簿を依頼した。帝大簿書００１４４、

北海道帝国大学学生課『昭和一四年度学生課日誌』。

１２１）「新東亜建設の科学陣」、「満蒙研究会『東亜』と改称」、『帝大新聞』、第２１９号、１９３９年８月２２日。

１２２）１９４４年に農学実科入学した席占明氏の証言によれば、蒙古高等学院を卒業後、学校側は学生が実家

へ戻ることを許さず、２月に日本へ送り出した。

１２３）席占明「園芸教室での思い出――戦前と戦後の体験――」（北海道大学農学部園芸学教室創立１００

周年記念事業会編『園芸学教室：創立一〇〇周年記念誌』２００７年、１１頁）。勤労動員に関しては、『北

大百二十五年史 通説編』の９２‐９３頁を参照。

１２４）農学部関係資料、昭和２０年２月２８日記事、昭和２０年６月２３日「満洲国留学生ニ関スル件」。

１２５）「留日学生教育非常措置要綱ヲ定ム」国立公文書館所蔵『公文類聚』第６８編・昭和１９年・第７４巻・

学事２・国民学校・雑載。この要綱の草案は文部大臣二宮治重、大東亜大臣重光葵によって提出され

た。

１２６）北海道帝大の状況は席占明氏の証言による。また、永田英明（前掲）によれば、集中教育の配分は、
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留学生の出身地域と学校の種類によって分けることであり、東北帝大にも多くの満蒙出身学部生が転

入した。席氏は当時農学実科２年なので、盛岡農林専門学校（元盛岡高等農林学校）に行って、「臣

民の道」という講義を受けている。行く理由については、「われわれ留学生の面倒をみてくださる先

生がある日、『こんな状況ではやがて本州との連絡も断たれるだろう。そうなっては遅いから、いま

のうちに東北の盛岡に疎開した方がよい』と仰言った」と述べて、「疎開」の言葉を使っている（『回

想・日本留学の前後』）。北海道帝大、盛岡高農に関する史料は見付からなかったが、京都帝大の様子

が分かる。「中華民国学生の補導については全寮制度を採る」「留学生に対する入学式は十五日午前十

時法経第十教室で厳粛に挙行され、羽田総長から委曲をつくした懇篤な訓示につゞいて各学生代表の

宣誓があり、一同新しい感激に大東亜建設の熱意に燃えて新生活の第一歩をふみ出した」が示すよう

に、それが単純な「疎開」ではないことは明らかである（『京都大学百年史』資料編二、２０００年、４８７‐

４８８頁）。

１２７）前掲『北大百年史』、３１５‐３１６頁。戦前の華僑学生は、外国人留学生扱いと考えられる。例えば、潘

一郎は函館中学校出身であるにもかかわらず、特別聴講生として予科に入学して、中華民国臨時政府

に登録しているものである（帝大簿書００１２７『昭和十三年度日誌（第二係）』、昭和１３年１０月２６日）。

１２８）「学士試験合格決定ノ件」、農学部関係資料、昭和２０年１０月２６日。

１２９）『北大百年史』（３１５‐３１６頁）は「敗戦前後の北大全体の留学生の動向は明らかでないが、４４年秋に

は農学部在籍の満洲・蒙古留学生が多数帰国した事実がある」と述べているが、その人数の減少は出

身地表記の変更も一つの理由と考えられる。実際日本で就職した蒙古留学生もいた。
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＜ 参考資料 ＞

農芸科 土木工学科 予修科 農学科 合計

１９０２ 春 １ １

１９０３
春 ３

４
秋 １

１９０４
春 １

２２
秋 １９ ２

１９０５ 秋 １ １（△１） （○２） ２（３）

１９０６
春 ３ ２

７
秋 ２

合計 ２８ ３ ５（△１） ０（○２） ３６（３）

農実 林実 土木 水産 予科 不明 総計

１９０７ １ ２ ３

１９０８ １ １

１９０９ １ ４ １ ６

１９１０ １（△１） ２ ３ ６（△１）

１９１１ １ １

１９１２ １ １

１９１３ （△１） （△１） １ １（△２）

１９１４ （△１） １ １（△１）

１９１５

１９１６

１９１７ ４ ４

不明 ２ ２

合計 ３（△２） ４（△２） ４ ５ ９ １ ２６（△４）

１９０７ １９０８ １９０９ １９１０ １９１１ １９１２ １９１３ １９１４ １９１５ １９１６ １９１７ 合計

清国 ２ ２ １ １ １ １ ８

韓国 １ １ ２

インド ２ ２

表１ １９０２‐０６年札幌農学校に入学した中国人留学生人数（単位：人）

注 （ ）内△は韓国人、○は選科生として入学のインド人

表２－１ １９０７‐１７年東北帝国大学農科大学に入学した中国人留学生人数（単位：人）

注 （ ）内△は韓国（朝鮮）人

表２－２ １９０７‐１７年東北帝国大学農科大学本科に入学した留学生人数

注：１９０７年インドの２名、１９０８年清国の１名は撰科生である。また、インド人と１９０９年の韓国人を除き、全
ては予科から進学してきた。新規入学者は表２‐１の３０名に３名加えて３３名である。
なお、農（林）学士を取得した人数は中国７名、韓国１名、インド１名である。
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各学部別の受入数（毎年の収容数） 学部本科生総数

理 医 工
法文

農 毎年の
収容数

全学年の
収容総数法文 文 経（商）

東京帝国大学 定数定めず 不定

京都帝国大学 ６ ２ ６ ７ ５ １０ ３ ３９ １１９

東北帝国大学 １２ ３ １２ ２０ ４７ １４４

九州帝国大学 能フ限リ 能フ限リ

北海道帝国大学 ４ － ４ １０ １８ ５４※

予科 農学部 実科 専門部 工学部 理学部 医学部

１９１８
支那

朝鮮 １

１９１９
支那 １ ８ ３

朝鮮 ２（１）

１９２０
支那 ６（１） ６

朝鮮

１９２１
支那 １０（４） ７

朝鮮

１９２２
支那 ３（２） １０（１） ４

朝鮮 １

１９２３
支那 ２（１） ９（１） ４

朝鮮

１９２４
支那 ６（６） ７ ５

朝鮮 ２

１９２５
支那 ２（２） ５（１） ３ １

朝鮮 ２（１）

１９２６
支那 １（１） ６ ５

朝鮮 １ １ １

１９２７
支那 ５ ５

朝鮮 ２（２）

１９２８

支那 １（１） ４（１） ２ １

台湾 １

朝鮮 ３（１） １（１） ３（１） ２

１９２９
支那 ２ ２

朝鮮 ４（３） １

表３ 中国側に提示した各帝国大学での中華民国学生入学定員

（出典：前掲外務省記録Ｈ．５．０．０．１、永田英明作成、前掲論文、１２頁）
※北海道帝大ではこのほか大学予科、土木専門部、林学実科、農学実科、水産専門部で合
計２１名を定数としており、これらを加えた総数は３９名（全学年合計で１１７）となる

表４ １９１８‐４８年各学部等への新入留学生数（北海道帝大一覧より）

北海道帝国大学の中国人留学生（許）
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予科 農学部 実科 専門部 工学部 理学部 医学部

１９３０
中華 ３（３） ３ １

朝鮮 １（１） ３（３） １

１９３１

中華 ２（２） ３（２） ２

朝鮮 １ ４（１）

台湾 １ １

１９３２

中華

満洲

朝鮮 ３

１９３３

中華 １

満洲 ４（４） １

朝鮮 １

１９３４

中華 １（１） １

満洲 ３（３） ２（１）

朝鮮 ２（１） １

１９３５

中華 ２ ３専攻生 ５

満洲 １専攻生 ３（１）

朝鮮 ３（３） １（１）

１９３６

中華 １ ３専攻生 ６ １

満洲 ２ １（１） ３（１）

朝鮮 １

１９３７

中華 ２ １（１） ４ ２ ３

満洲 ３ ２（２） ４（１） ２（１）

朝鮮 １（１） ２（１） １

１９３８

中華 １専攻生

満洲 ２（２ ） ２（１） ２

朝鮮 ５ １（１） ２

１９３９

中華 １（１＊）

満洲 ２（２） ２（１）

蒙古 １（１） ５ ２

朝鮮 １ １

１９４０

中華 ２（１） １（１） ３

満洲 ２（２） １（１） ２（１） ２

蒙古 １（１） ２ ２

台湾 １

朝鮮 １ ２

１９４１

中華 ２ １（１） １

満洲 ３（１） ４（３） ２（１） ２

蒙古 ２（１） ２

台湾 １

朝鮮 ３（２） １ １ １ ２
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予科 農学部 実科 専門部 工学部 理学部 医学部

１９４２

中華 ４（１） ５（５） ２ ３

満洲 ２ ３（３） ２（１） １

蒙古 １（１） ５ ２

朝鮮 ４ １（１） １ １ １ １

台湾 ２ ２ １

１９４３

中華 ２ ２ １

満洲 １ ２（２） ２ ２（２） １

蒙古 ２（１） １ １

朝鮮 ２ １ １ １

１９４４

中華

満洲 １

蒙古 ４（３）

朝鮮

１９４５

中華 １

満洲 ３

蒙古

朝鮮

１９４６
中華

韓国

１９４７
中華 ６（６）

韓国

１９４８
中華 ５（５）

韓国

１９４９
中華

韓国

１９５０
中華 １（１）

韓国 １（１）

入学 氏名 出身 学歴身分 専攻 備考

１９０２．０４． 周 忠緯 浙江 不明 農芸科 家事休学、除名

１９０３．０６． 屠 師韓 浙江 �附生、五十音を書するを得 農芸科 １９０６

１９０３．０６． 呉 超 江蘇 東京の予備校で一年間日本語習得 農芸科 休学１９０５．８除名

１９０３．０６． 汪 果 不明 不明 農芸科 １９０６

１９０３．０９． 方 時簡 安徽 東京同文学院で日本語習得 農芸科 除名

１９０４．０４． 高 平 浙江 東京の予備学校で日本語習得 農芸科 １９０７

＊＝（ ）中の人は農学部卒業後、工学部に再入学した
豫科と実科の（ ）は進学者数
農学部の（ ）は選科生数

表５ １９０２‐０４年札幌農学校清国留学生の学歴

北海道帝国大学の中国人留学生（許）
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氏名 年齢 出身 教育背景 休学後の略歴

張 傳一 ２６ 山東省莱州府維県 山東省高等学堂 同盟会会員、武昌革命参加、軍政府

張 正坊 ２０ 山東省莱州府維県 山東省高等学堂 同盟会員、農科挙人、于氏高等小学堂
教員、黒龍江林務局局長

史 澤咸 ２０ 山東省武定府楽陵県 山東省高等学堂

第七高等学校より東京帝国大学進学

同盟会会員、武昌革命の時に帰国して
民軍に呼応し山東軍政府を組織して外
交司長、国民党、経済調査局参議

韓 �凝 ２４ 山東省曹州府濮州 山東省高等学堂
東京に行き、中国同盟会に参加、１９０５
‐１９０６年ごろ帰国、普通中学堂設立、
辛亥革命

辛 俊廷 ２５ 山東省曹州府濮州 山東省高等学堂

王 式� ２２ 山東省済南府徳州 直隷保定府高等
農務学堂

山東都督府執法司民刑科長、北京順天
府尹公署工程科長等を経て、�運署運
銷科長

魏 宗蓮 ２１ 山東省済南府徳州 直隷保定府高等
農務学堂

東大法学部卒業後清国河南勧業道衙門
科長、綿業試験場長、農商部参事→１９１４
民国湖北実業庁長→１９３１吉林省政府参
議→１９３２満洲国�運署長

朱 兆垣 ２４ 山東省済南府平原県 山東省高等学堂 湖北宜都県知事

出身学校 人数 正科生 受け入れ期間

北海道帝大予科 ８＋４ ８＋１ １９０８‐１５、１９４３‐５０

高等学校 ３ ３ １９１９‐２３

一高特高 ３ ３ １９４５

高等工業 １ １９２５

高等師範 １ １９２８

北海道帝大実科 ３０ １ １９２４‐４７

東京帝大実科 ５ １９２２‐３３

東京高等農林学校 １ １９４１

中国の学校及び不明 ６ １９３４‐４２

麻布獣医 ３ １９３８‐４０

東京高等獣医 ２ １９４０，１９４１

東京農業大学専門部 ２ １９３７，１９４２

宇都宮高農 ４ １９４１～４３

盛岡高農 ３ １９４２～４８

函館水産 １ １ １９４７

浦和高校 ２ １９４８

鳥取高農 ３ １９４８‐５０

総計 ８３ １７ １９０８‐５０

表６ １９０５年中国人留学生の休学状況（年齢は当時）

表７ 留学生の北海道帝国大学農学部入学前の学歴

総計８３人、内選科生６７人
そのほか、学部に専攻生１５人（うち１２人中国の大学卒、３人は北海道帝大卒）が
入学
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学部
各種身分と入学資格

中国人収容定員
正科生 大学院、専攻生 選科、聴講生

医学部 予科のみ 専攻生制度なし なし

理学部

文部省令により許可 数学１名
成績優秀なるものは本
科へ編入 物理２-１０名

化学欠員により
地質若干

農学部

日本の高等学校 特別規程なし

正科の欠員によるおよび専門学校、 欠員の場合に限る選科
生入学可

高卒レベル試験有

工学部
予科レベル試験 予科修了の正規学生と

文部省令による入学
予想困難

可能性あり 具体詮議

土木専門部
日本語、英語、学力 一般試験入学と特別扱

い入学 ２名
身体の健康、人物

農学実科 試験の上特別生（聴
講）として入学 各約２名

林学実科

予科 国語数学英語を試験、
文部省令により許可 不定

専攻分野 中国 朝鮮 台湾 インド

農
学
部
附
属

農学実科 １０３ １２
農芸科 ２８
林学実科 ４９ ３
水産（函館高水は含まず） ５２ ６

農
学
部
本
科

畜産・獣医 ４５ ６
農学（農学第一部） ２２ １１ １ ２
林学 ８ ２
農業生物 １２ ３
農芸化学 ６ ５ ２
農業経済学 ７ ７
（農学第二部）
土木（専門部＋本科） ４４ １

理学部 ４ １０
工学部（土木） ２４（７） ３（１） １

医学部（専門部含む） ２ ３ ４

表８ １９３５‐３６年日華学会に提示する中国人留学生入学規則

（帝大簿書００４０８「満支両国留学生入学ニ関スル件」「中華民国及満洲国留学生入学ニ関スル件」より）

表９ 留学生の各専攻人数統計

注：①予科は含まない
②タイの留学生は畜産学科
③農業経済学の中国人留学生は７名のうち２名は東北帝大時代、５名は１９４２
年以降である

（きょ しん／北海道大学大学院文学研究科修士課程修了）

北海道帝国大学の中国人留学生（許）
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